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(j)「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器内で発生した水素ガスが原子炉建屋等に漏えいした場合

においても，水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を緩和するため，重大事故等対策で整備した手順を

基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型

重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及び

制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラン

トパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプラ

ントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状況を

目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動させ

るための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉建屋の損傷を

防止するための手順の例を次に示す。（表2.1.13参照） 

 

 

 

 

 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，淡水貯水池を水源とし

て格納容器頂部注水系により原子炉ウェルへ注水するこ

とで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原

子炉建屋への水素ガス漏えいを抑制する。 

 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建屋の天井付近

の水素濃度が可燃限界に達する前に，原子炉建屋トップベ

ントを開放することにより，原子炉建屋天井部に滞留した

水素ガスを原子炉建屋外に排出し，原子炉建屋の水素爆発

を防止する。 

 

(j) 「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器内で発生した水素が原子炉建屋等に漏えいした場合

においても，水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止す

るための対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を緩和するため，重大事故等対策で整備した手

順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない

可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での

監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場

にてプラントパラメータを監視するための手順，可搬型計

測器にてプラントパラメータを監視するための手順，建物

や設備の状況を目視にて確認するための手順，現場にて直

接機器を作動させるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉建屋の損傷を

防止するための手順の例を次に示す。（第2.1.13表参照） 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器内で発生した水素が原子炉建屋原子炉棟内に漏え

いする可能性があるため，原子炉建屋ガス処理系により

水素を大気へ排出し，原子炉建屋原子炉棟内における水

素の滞留を防止する。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，代替淡水貯槽を水源

として格納容器頂部注水系（常設），西側淡水貯水設備

又は代替淡水貯槽を水源とした格納容器頂部注水系（可

搬型）により原子炉ウェルへ注水することで原子炉格納

容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉建屋への

水素漏えいを抑制する。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建屋原子炉棟

内の水素濃度が可燃限界に達する前に，原子炉建屋外側

ブローアウトパネルの開放又はブローアウトパネル閉

止装置のパネル部を開放することにより，原子炉建屋原

子炉棟内に滞留した水素を大気へ排出し，原子炉建屋の

水素爆発を防止する。 

(j) 「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器内で発生した水素ガスが原子炉建物等に漏えいした

場合においても，水素爆発による原子炉建物等の損傷を防

止するための対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉建

物等の損傷を緩和するため，重大事故等対策で整備した手

順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない

可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での

監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場

にてプラントパラメータを監視するための手順，可搬型計

測器にてプラントパラメータを監視するための手順，建物

や設備の状況を目視にて確認するための手順及び現場に

て直接機器を作動させるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉建物の損傷

を防止するための手順の例を次に示す。（第13表参照） 

 

 

 

 

 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，輪谷貯水槽（西）を

水源として原子炉ウェル代替注水系により原子炉ウェ

ルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子

炉格納容器から原子炉建物への水素ガス漏えいを抑制

する。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建物内の水素

濃度が可燃限界に達する前に，原子炉建物ブローアウト

パネルを開放することにより，原子炉建物４階（燃料取

替階）天井部に滞留した水素ガスを大気へ排出し，原子

炉建物の水素爆発を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，静的触

媒式水素処理装置によ

り水素爆発損傷防止対

策が可能であることを

確認しているため，非常

用ガス処理系は，水素処

理装置設備として重大

事故等対処設備として

いない 
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表2.1.13 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.10)(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.13表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順（1.10） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.10）(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

ウェル注水手段として

常設設備を有していな

い 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

ウェル代替注水系によ

る原子炉ウェルへの注

水（淡水／海水）を第

13 表 機能喪失を想定

する設計基準事故対処

設備と整備する手順

（1.10）（2/2）に記載 
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表2.1.13 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.10)(2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／3） 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／3） 

 

 

第 13表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.10）(2/2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

ウェル注水手段として

常設設備を有していな

い 

島根２号炉は，静的触

媒式水素処理装置によ

り水素爆発損傷防止対

策が可能であることを

確認しているため，非常

用ガス処理系は，水素処

理装置設備としての重

大事故対処設備としな

い 

 ブローアウト再閉装

置の構造の相違による

手段の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，格納容器

頂部注水系による原子

炉ウェルへの注水を表

2.1.13 機能喪失を想定

する設計基準事故対処

設備と整備する手順

(1.10)（1/2）に記載 
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(k)「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は

使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当

該使用済燃料プールの水位が低下した場合において使用済

燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するための対処設備及び手順を整備する。なお，使

用済燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス鋼製

ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は維持されている。 

また，使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料プールの水位が異常に低下した

場合において使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

の進行を緩和し，臨界を防止し，放射性物質の放出を低減す

るための対応設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても使用済燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止し，放射性物

質の放出を低減するため，重大事故等対策で整備した手順を

基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型

重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及び

制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラン

トパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプラ

ントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状況を

目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動させ

るための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に使用済燃料プールを冷却するための

手順の例を次に示す。（表2.1.14参照） 

 

・使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより，使用済

燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プール注水

設備による注水を実施しても水位を維持できない場合に，

可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台及び(A-2級)2台により，

常設スプレイヘッダを使用したスプレイを実施すること

で，燃料損傷を緩和し，臨界を防止する。また，この場合

に，外的要因（航空機衝突又は竜巻等）により，常設スプ

レイヘッダの機能が喪失した場合には，可搬型代替注水ポ

ンプ(A-1級)1台及び(A-2級)2台により，可搬型スプレイヘ

(k) 「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は

使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料プールの水位が低下した場合において使用済燃料

プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を

防止するための対処設備及び手順を整備する。なお，使用済

燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス鋼製ラッ

クセルに貯蔵しているため，未臨界は維持されている。 

また，使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料プールの水位が異常に低下した場

合において使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進

行を緩和し，臨界を防止し，放射性物質の放出を低減するた

めの対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても使用済燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止し，放射性物質

の放出を低減するため，重大事故等対策で整備した手順を基

本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重

大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及び制

御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラント

パラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプラン

トパラメータを監視するための手順，建物や設備の状況を目

視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動させる

ための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に使用済燃料プールを冷却するための手

順の例を次に示す。（第2.1.14表参照） 

 

・使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより，使用済

燃料プールの水位が異常に低下し，代替燃料プール注水系

による注水を実施しても水位を維持できない場合に，常設

低圧代替注水系ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによ

り，常設スプレイヘッダを使用したスプレイを実施するこ

とで，燃料損傷を緩和し，臨界を防止する。また，この場

合に，外的要因（航空機衝突又は竜巻等）により，常設ス

プレイヘッダの機能が喪失した場合には，可搬型代替注水

大型ポンプにより，可搬型スプレイノズルを使用したスプ

(k) 「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料

プールからの水の漏えいその他の要因により当該燃料プ

ールの水位が低下した場合において，燃料プール内の燃料

体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するため

の対処設備及び手順を整備する。なお，燃料プール内の燃

料体等は，ボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに貯蔵し

ているため，未臨界は維持されている。 

また，燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因

により当該燃料プールの水位が異常に低下した場合にお

いて，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和

し，臨界を防止し，放射性物質の放出を低減するための対

処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止し，放射性物質

の放出を低減するため，重大事故等対策で整備した手順を

基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可搬

型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視

及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にて

プラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器

にてプラントパラメータを監視するための手順，建物や設

備の状況を目視にて確認するための手順及び現場にて直

接機器を作動させるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に燃料プールを冷却するための手順

の例を次に示す。（第14表参照） 

 

・燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プー

ルの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備による

注水を実施しても水位を維持できない場合に，大量送

水車により，常設スプレイヘッダを使用したスプレイ

を実施することで燃料損傷を緩和し，臨界を防止す

る。また，この場合に，外的要因（航空機衝突又は竜

巻等）により，常設スプレイヘッダの機能が喪失した

場合には，大量送水車により，可搬型スプレイノズル

を使用したスプレイを実施することで，燃料損傷を緩
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ッダを使用したスプレイを実施することで，燃料損傷を緩

和し，臨界を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レイを実施することで，燃料損傷を緩和し，臨界を防止す

る。  

（添付資料2.1.12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和し，臨界を防止する。 

 

（添付資料2.1.13参照） 
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表2.1.14 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順

(1.11)(1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.14表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順（1.11） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.11）(1/4) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，消火系に

よる使用済燃料プール

への注水（残留熱除去系

ラインを使用した使用

済み燃料プールへの注

水の場合）については，

対応手段，対応設備，手

順書一覧（3／7）にて記

載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（3／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，消火系

による燃料プールへの

注水（復水輸送系ライン

を使用した燃料プール

への注水の場合）につい

ては，第 14 表 機能喪

失を想定する設計基準

事故対処設備と整備す

る手順（1.11）(1/4) 

，漏えい抑制について

は，第 14 表 機能喪失

を想定する設計基準事

故対処設備と整備する

手順（1.11）(2/4)にて

記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

配管構成の相違による

注水経路の相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（1／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.11）(2/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，54 条の

可搬型代替注水設備の

要求に対し同等以上の

効果を有するとして，常

設低圧代替注水ポンプ

を重大事故対処設備と

位置付けているが，島根

２号炉は可搬の燃料プ

ールスプレイ系を重大

事故対処設備として位

置付ける 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，漏えい抑

制については，対応手

段，対応設備，手順書一

覧（3／7）にて記載 
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表2.1.14 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順

(1.11)(2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.11）(3/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，54 条の

可搬型代替注水設備の

要求に対し同等以上の

効果を有するとして，常

設低圧代替注水ポンプ

を重大事故対処設備と

位置付けているが，島根

２号炉は可搬の燃料プ

ールスプレイ系を重大

事故対処設備として位

置付ける 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は，代替燃料

プール注水系（可搬）に

よるスプレイ，漏えい緩

和，大気への放射性物質

の拡散抑制については，

対応手段，対処設備，手

順書一覧（5／7）にて記

載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（5／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，燃料プ

ールスプレイ系（可搬）

によるスプレイ，漏えい

緩和，大気への放射性物

質の拡散抑制について

は，第 14 表 機能喪失

を想定する設計基準事

故対処設備と整備する

手順（1.11）（3/4）にて

記載 
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表2.1.14 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順

(1.11)(3/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（6／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.11）(4/4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，代替燃料

プール冷却系による除

熱については，対応手

段，対処設備，手順書一

覧（7／7）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（7／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，燃料プ

ール冷却系による除熱

については，第 14 表 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順（1.11）

（4/4）にて記載 
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(l)「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順

等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の損傷又は使用済

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合におい

て，発電用原子炉施設外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても発電用原子炉施設外への放

射性物質の拡散を抑制するため，重大事故等対策で整備した

手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない

可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監

視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にて

プラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器に

てプラントパラメータを監視するための手順，建物や設備の

状況を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作

動させるための手順等を整備する。 

 

大規模損壊発生時に発電用原子炉施設外への放射性物質

の拡散を抑制するための手順の例を次に示す。（表2.1.15

参照） 

 

・炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれ又は

使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷のおそれに

より原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合，大容

量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲により原子炉

建屋に海水を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制す

る。 

 

・放水により放射性物質を含む汚染水が発生する場合，防潮

堤の内側で放射性物質吸着材を設置することにより，汚染

水の海洋への放射性物質の拡散を抑制する。また，放射性

物質を含む汚染水は構内排水路を通って北放水口から海

へ流れ込むため，汚濁防止膜を設置することで，海洋への

放射性物質の拡散を抑制する。 

 

 

 (l) 「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，

発電用原子炉施設外への放射性物質の拡散を抑制するための

対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても発電用原子炉施設外への放射

性物質の拡散を抑制するため，重大事故等対策で整備した手

順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可

搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視

及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプ

ラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にて

プラントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状

況を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動

させるための手順等を整備する。 

 

大規模損壊発生時に発電用原子炉施設外への放射性物質の

拡散を抑制するための手順の例を次に示す。（第2.1.15表参

照） 

 

・炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれ又は

使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷のおそれによ

り原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合，可搬型

代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲により原子炉建

屋に海水を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

 

・放水により放射性物質を含む汚染水が発生する場合，汚染

水は一般排水路を通って雨水排水路集水桝又は放水口から

海へ流れ込むため，汚濁防止膜を設置することで，海洋へ

の放射性物質の拡散を抑制する。また，防潮堤の内側で放

射性物質吸着材を設置することにより，汚染水の海洋への

放射性物質の拡散を抑制する。 

 

（添付資料2.1.13） 

(l) 「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

の手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料

プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において,発

電用原子炉施設外への放射性物質の拡散を抑制するため

の対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても発電用原子炉施設外への

放射性物質の拡散を抑制するため，重大事故等対策で整備

した手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失すること

のない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御

室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよ

う，現場にてプラントパラメータを監視するための手順，

可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための

手順，建物や設備の状況を目視にて確認するための手順及

び現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備す

る。 

大規模損壊発生時に発電用原子炉施設外への放射性物

質の拡散を抑制するための手順の例を次に示す。（第15表

参照） 

 

・炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれ

又は燃料プール内の燃料体等の著しい損傷のおそれ

により原子炉建物から直接放射性物質が拡散するお

それがある場合，大型送水ポンプ車，放水砲により原

子炉建物に海水を放水し，大気への放射性物質の拡散

を抑制する。 

 

・放水により放射性物質を含む汚染水が発生する場合，

防波壁の内側で放射性物質吸着材を設置することに

より，汚染水の海洋への放射性物質の拡散を抑制す

る。また，放射性物質を含む汚染水は雨水排水路及び

２号炉放水接合槽から海へ流れ込むため，シルトフェ

ンスを設置することで，海洋への放射性物質の拡散を

抑制する。 
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表2.1.15 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.15表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順（1.12） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，化学消

防自動車，小型動力ポン

プ付水槽車及び泡消火

薬剤容器又は小型動力

ポンプ付水槽車，化学消

防自動車，小型放水砲に

よる泡消火を実施 

柏崎 6/7は，化学消防

自動車単独又は化学消

防自動車，水槽付消防ポ

ンプ自動車及び大型化

学高所放水車による泡

消火を実施 

東海第二は，化学消防

自動車，水槽付消防ポン

プ自動車及び泡消火薬

剤容器（消防車用）によ

る泡消火を実施 

島根２号炉は，大型送

水ポンプ車にて泡消火

薬剤容器から泡消火薬

剤を吸引，混合する 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，泡消火

薬剤容器内に泡消火薬

剤を保管。柏崎 6/7は泡

薬剤備蓄車のタンクに

泡消火薬剤を保管 

【東海第二】 

島根２号炉は，放水砲

による放水開始前に放

射性物質吸着材の設置
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対応手段，対処設備，手順書一覧（2／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

による海洋拡散抑制対

策を行うため，放射性物

質吸着材は重大事故等

対処設備として位置付

けている 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の原子炉

建物周辺における航空

機衝突による航空機燃

料火災については第 15

表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設

備と整備する手順

（1.12）(1/1)にて記載 

東海第二の原子炉建

物周辺における航空機

衝突による航空機燃料

火災については対応手

段，対処設備，手順書一

覧（2／2）にて記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の原子炉

建物周辺における航空

機衝突による航空機燃

料火災については第 15

表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設

備と整備する手順

（1.12）(1/1)にて記載 

東海第二の原子炉建

物周辺における航空機
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衝突による航空機燃料

火災については対応手

段，対処設備，手順書一

覧（2／2）にて記載 
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(m)「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」 

 

イ．重大事故等対策に係る手順 

重大事故等が発生した場合において，設計基準事故の収束

に必要な水源とは別に重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて，設計基準事

故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設

備を複数確保し，これらの水源から注水が必要な場所への供

給を行うための対処設備及び手順を整備する。 

 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても事故等の収束に必要となる

十分な量の水を供給するため，重大事故等対策で整備した手

順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可

搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視

及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプ

ラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にて

プラントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状

況を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動

させるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に事故の収束に必要となる水の供給手

順の例を次に示す。（表2.1.16参照） 

 

・復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の対応

を実施している場合，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）に

より防火水槽を水源とした復水貯蔵槽への補給を実施す

る。 

 

・防火水槽を水源として可搬型代替注水ポンプ（A-1級又は

A-2級）により各種注水/補給する場合，防火水槽の水が枯

渇する前に淡水貯水池の水を防火水槽に補給する。 

 

 

 

 

 

 (m) 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」 

 

イ．重大事故等対策に係る手順 

重大事故等が発生した場合において，設計基準事故の収束

に必要な水源とは別に重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を有する水源を確保することに加えて，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を複

数確保し，これらの水源から注水が必要な場所への供給を行

うための対処設備及び手順を整備する。 

 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても事故等の収束に必要となる十

分な量の水を供給するため，重大事故等対策で整備した手順

を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのない可搬

型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及

び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラ

ントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプ

ラントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状況

を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動さ

せるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に事故の収束に必要となる水の供給手順

の例を次に示す。（第2.1.16表参照） 

 

・代替淡水貯槽を水源として常設低圧代替注水系ポンプ又は

可搬型代替注水大型ポンプにより各種注水／補給する場

合，代替淡水貯槽の水が枯渇する前に西側淡水貯水設備等

の水を可搬型代替注水中型ポンプ等により代替淡水貯槽に

補給する。 

・西側淡水貯水設備を水源として可搬型代替注水中型ポンプ

により各種注水／補給する場合，西側淡水貯水設備の水が

枯渇する前に代替淡水貯槽等の水を可搬型代替注水大型ポ

ンプにより西側淡水貯水設備に補給する。 

 

 

 

 

(m) 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

重大事故等が発生した場合において，設計基準事故の収

束に必要な水源とは別に重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，設計

基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するため

に必要な設備を複数確保し，これらの水源から注水が必要

な場所への供給を行うための対処設備及び手順を整備す

る。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するため，重大事故等対策で整備し

た手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することの

ない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室

での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，

現場にてプラントパラメータを監視するための手順，可搬

型計測器にてプラントパラメータを監視するための手順，

建物や設備の状況を目視にて確認するための手順及び現

場にて直接機器を作動させるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に事故の収束に必要となる水の供給

手順の例を次に示す。（第16表参照） 

 

・低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水等の対応を実施している場合，大量送水車によ

り輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を水源

とした低圧原子炉代替注水槽への補給を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，大量送

水車の水中ポンプを１

台ずつ輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西

２）に投入することで両

方の淡水が利用可能な
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手順としていることか

ら，代替淡水源間の補給

手順を整備していない 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(1/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順（1.13） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(1/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

水源の位置付けによ

る相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（9／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，低圧原

子炉代替注水槽から可

搬型設備を用いた注水

手順はない 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（10／21） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（5／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(2/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

水源の位置付けによ

る相違 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（6／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(3/15) 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(2/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(4/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，代替循環

冷却系による原子炉圧

力容器への注水手段を

整備 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（3／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，代替循環

冷却系による残存溶融

炉心の冷却，原子炉圧力

容器への注水並びに原

子炉圧力容器への注水

（溶融炉心のペデスタ

ル（ドライウェル部）の

床面への落下の遅延・防

止）を整備 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，第 16

表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設

備と整備する手順

（1.13）（4/15）「1.7 原

子炉格納容器の過圧破

損を防止するための手

順等」を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

497



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(5/15) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

水源の位置付けによ

る相違 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(3/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(6/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(4/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

 水源の位置付けによ

る相違 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(5/15) 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(8/15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（7／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(7/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

水源の位置付けによ

る相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，フィルタ

装置への補給，原子炉格

納容器下部への注水，原

子炉ウェルへの注水及

び使用済燃料プールへ

の注水／スプレイは表

2.1.16 機能喪失を想定

する設計基準事故対処

設備と整備する手順

(1.13)（9/15）にて記載 

【東海第二】 

 東海第二は，原子炉冷

却材圧力バウンダリ低

圧時の原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容

器内の冷却，フィルタ装

置スクラビング水補給，

原子炉格納容器下部へ

の注水，原子炉ウェルへ

の注水及び使用済燃料

プールへの注水／スプ

レイは対応手段，対処設

備，手順書一覧（8／21）

にて記載 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(9/15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（8／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(8/15) 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(6/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，常設の

ホースを使用せず可搬

ホースにて送水を実施 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(7/15) 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（11／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，淡水補

給の実効性を考慮し，淡

水タンクへの補給より，

直接注水を選択  
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(10/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（12／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(9/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 海を水源とした対応

手段に使用する対処設

備の相違 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(11/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（13／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(10/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，ほう酸水

貯蔵タンクを水源とし

た対応について，（15／

21）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（14／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，ディーゼ

ル駆動による冷却水確

保の手順を整備 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（15／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，ディーゼ

ル発電機の海水冷却と

して可搬ポンプによる

海水での代替冷却手段

を整備 

【東海第二】 

東海第二は，燃料プー

ルの冷却のため，可搬ポ

ンプを使用した海水で

の冷却水確保手段を整

備 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ほう酸

水貯蔵タンクを水源と

したに対応ついて，第1

6表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設

備と整備する手順（1.1

3）(10/15)にて記載 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(12/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（16／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(11/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7】 

水源の位置付けによ

る相違 

 

【東海第二】 

東海第二は，代替淡水

源（措置）の位置付けな

し 

 

・運用の相違 

【柏崎6/7】 

島根２号炉は，常設の

ホースを使用せず可搬

ホースにて送水を実施 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(13/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 水源の位置付けによ

る相違 

・記載表現の相違 

【柏崎6/7】 

島根２号炉は，代替淡

水源（措置）を水源とし

た補給及び海を水源と

した補給手段において，

第16表 機能喪失を想

定する設計基準事故対

処設備と整備する手順

（1.13）(12/15)にて記

載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（17／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，海を水

源とした低圧原子炉代

替注水槽への補給手段

について，第 16表 機

能喪失を想定する設計

基準事故対処設備と整

備する手順（1.13）

（11/15）にて記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，重大事故

等対処設備の水源間の

補給手段を整備 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(14/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（18／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(12/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，淡水タ

ンク以外の淡水源から

代替淡水源への補給手

段を整備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設系

統の一部に仮設電源か

ら給電し使用する補給

手段はなく，可搬型設備

にて対応 

・設備の相違 

【東海第二】 

水源の位置付けによる

相違 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，復水貯

蔵タンクへ水を補給す

るための手段を自主対

策設備として整備。 

 柏崎 6/7は，復水貯蔵

槽へ水を補給するため

の手段を重大事故対処

設備として整備。 

東海第二は，復水貯蔵

タンクへの補給手順は

ない 
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表2.1.16 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.13)(15/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（19／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(13/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，大量送

水車の水中ポンプを１

台ずつ輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西

２）に投入することで両

方の淡水が利用可能な

手順としていることか

ら，代替淡水源間の補給

手順を整備していない 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，重大事故

等対処設備の水源間の

補給手段を整備 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，淡水タ

ンク以外の淡水源から

代替淡水源への補給手

段を整備 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（20／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，重大事故

等対処設備の水源間の

補給手段を整備 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，淡水タ

ンクから低圧原子炉代

替注水槽への補給手段

について，第 16表 機

能喪失を想定する設計

基準事故対処設備と整

備する手順（1.13）

（13/15）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（21／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(14/15) 

 

第 16表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.13）(15/15) 

 

・運用の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

島根２号炉は，復水貯

蔵タンクへ水を補給す

る水源の切り替え手段

を整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，代替淡水

源（措置）の位置付けな

し 

・運用の相違 

【柏崎6/7】 

島根２号炉は，長期的

な冷却の観点から低圧

原子炉代替注水槽から

サプレッション・チェン

バへの水源切替え手順

を整備 

・記載方針の相違  

【東海第二】  

島根２号炉は，ＤＣＨ

シナリオにおける，外部

水源から内部水源によ

る切り替えを記載 

・記載方針の相違 

【柏崎6/7】 

柏崎6/7は，代替淡水

源（措置）の切替えにつ

いて，表2.1.16 機能喪

失を想定する設計基準

事故対処設備と整備す

る手順(1.13)(15/15)に

て記載 
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(n)「1.14 電源の確保に関する手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合に

おいて，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中にお

いて原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，代替電源

から給電するための対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷，原子炉格

納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中において原子炉内燃料体の著しい損傷を緩

和するため，重大事故等対策で整備した手順を基本とし，共

通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等

対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機能が

喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラントパラメー

タを監視するための手順，可搬型計測器にてプラントパラメ

ータを監視するための手順，建物や設備の状況を目視にて確

認するための手順，現場にて直接機器を作動させるための手

順等を整備する。 

大規模損壊発生時に電源を確保するための手順の例を次

に示す。（表2.1.17参照） 

 

・外部電源及び非常用交流電源設備による給電が見込めない

場合，非常用高圧母線D系及びC系の順に復旧し，第一ガス

タービン発電機及び第二ガスタービン発電機の起動操作

を並行で行い，第一ガスタービン発電機で給電する。第一

ガスタービン発電機による給電が行えない場合は，第二ガ

スタービン発電機（緊急用高圧母線経由）による給電を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n) 「1.14 電源の確保に関する手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合にお

いて，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中において

原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，代替電源から

給電するための対処設備及び手順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷，原子炉格

納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中において原子炉内燃料体の著しい損傷を緩和

するため，重大事故等対策で整備した手順を基本とし，共通

要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処

設備を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機能が喪失

した場合も対応できるよう，現場にてプラントパラメータを

監視するための手順，可搬型計測器にてプラントパラメータ

を監視するための手順，建物や設備の状況を目視にて確認す

るための手順，現場にて直接機器を作動させるための手順等

を整備する。 

大規模損壊発生時に電源を確保するための手順の例を次に

示す。（第2.1.17表参照） 

 

・外部電源及び非常用所内電気設備による給電が見込めない

場合，Ｍ／Ｃ ２Ｃを優先に，常設代替交流電源設備から非

常用所内電気設備へ給電する。（緊急用Ｍ／Ｃを経由するた

め，代替所内電気設備への給電も同時に行われる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n) 「1.14 電源の確保に関する手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合

において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中にお

いて原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，代替電

源から給電するための対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷，原子炉

格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中において原子炉内燃料体の著しい損傷を緩

和するため，重大事故等対策で整備した手順を基本とし，

共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事

故等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及び制御

機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラント

パラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプラ

ントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状況

を目視にて確認するための手順及び現場にて直接機器を

作動させるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に電源の確保手順の例を次に示す。（第

17表参照） 

 

・外部電源及び非常用交流電源設備による給電が見込め

ない場合，非常用高圧母線Ｄ系及びＣ系の順に復旧

し，常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備へ

給電する。（緊急用メタクラを経由するため，代替所

内電気設備への給電も同時に行われる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を設置 

・記載表現の相違 

【柏崎6/7】 

島根２号炉は，東海第

二と同様に，常設代替交

流電源設備からの給電

電路として代替所内電

気設備を経由すること

を記載 
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・当該号炉が外部電源，非常用交流電源設備，第一ガスター

ビン発電機，第二ガスタービン発電機及び電源車による給

電が見込めない場合，号炉間電力融通ケーブルを用いて他

号炉の緊急用電源切替箱断路器から当該号炉の緊急用高

圧母線までの電路を構成し，他号炉から給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外部電源，非常用交流電源設備，第一ガスタービン発電機，

第二ガスタービン発電機及び電源車（緊急用高圧母線経

由）によるパワーセンターC系及びD系への給電が見込めな

い場合，可搬型代替交流電源設備（電源車）をパワーセン

ターの動力変圧器の一次側又は緊急用電源切替箱接続装

置に接続し，電源を復旧する。 

 

 

 

 

 

 

 

・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，常設直

流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電ができ

ない場合，可搬型直流電源設備（電源車及びAM用直流125V

充電器）により直流電源を必要な機器に給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外部電源，非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備又

は代替所内電気設備によるパワーセンタ２Ｃ及び２Ｄへの

給電が見込めない場合，可搬型代替交流電源設備（可搬型

代替低圧電源車）を可搬型代替低圧電源車接続盤に接続し，

パワーセンタ２Ｃ及び２Ｄへ給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，常設代

替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備による交流入

力電源の復旧が見込めない場合，可搬型代替直流電源設備

（可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器）により直流電

源を直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電する。 

 

 

・当該号炉で外部電源，非常用交流電源設備及び常設代

替交流電源設備による非常用高圧母線Ｃ系及び非常

用高圧母線Ｄ系への給電が見込めない場合，号炉間電

力融通ケーブルを使用して他号炉の非常用高圧母線

から当該号炉の非常用高圧母線Ｃ系又は非常用高圧

母線Ｄ系までの電路を構成し，他号炉から給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外部電源，非常用交流電源設備，常設代替交流電源設

備及び号炉間電力融通ケーブルによる非常用高圧母

線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系への給電が見込めな

い場合，可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）を

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側），

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）又

は緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続し，非常用高圧

母線Ｃ系又は非常用高圧母線Ｄ系へ給電する。 

 

 

 

 

 

・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，常

設代替交流電源設備，号炉間電力融通ケーブル及び可

搬型代替交流電源設備による交流入力電源の復旧が

見込めない場合，可搬型直流電源設備(高圧発電機車，

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器及

び230V系充電器（常用）)により直流電源を必要な機

器に給電する。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ガスタ

ービン発電機を１台設

置しており，代替交流電

源設備の自主対策設備

としてのガスタービン

発電機は有していない。

なお，ガスタービン発電

機と同様の電路を使用

する高圧発電機車の手

順は「高圧発電機車によ

るＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系受電」に記載 

【東海第二】 

東海第二は敷地内に

２以上の発電用原子炉

施設がないため，電力融

通の手順がない 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，自主手

段である号炉間電力融

通を作業時間が短いこ

とから高圧発電機車に

よる給電の前に実施 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を設置 
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・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，常設代

替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備による交流

電源の復旧ができない場合で，かつ可搬型直流電源設備

（電源車及びAM用直流125V充電器）による直流電源の給電

ができない場合，直流給電車を直流125V主母線盤Aに接続

し，直流電源を給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・非常用所内電気設備の電源給電機能が喪失した場合は，代

替交流電源設備である常設代替交流電源設備（又は可搬型

代替交流電源設備）及び代替直流電源設備である常設代替

直流電源設備（又は可搬型代替直流電源設備）から代替所

内電気設備へ給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，所

内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設

備が機能喪失した場合で，かつ可搬型直流電源設備

（高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ

用115V系充電器及び230V系充電器（常用））による直

流電源の給電ができない場合に，直流給電車をＢ－

115V系直流盤，230V系直流盤（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V

系直流盤（ＳＡ）及び230V系直流盤（常用）に接続し，

直流電源を給電する。 

 

 

 

 

・非常用所内電気設備の電源給電機能が喪失した場合

は，代替交流電源設備である常設代替交流電源設備

（又は可搬型代替交流電源設備）から代替所内電気設

備へ給電するとともに，代替直流電源設備である可搬

型直流電源設備の電路として代替所内電気設備を使

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7同様に高圧発電機

車と常設充電器を組み

合わせた直流電源確保

を可搬型直流電源設備

とし，東海第二と同等の

設備構成となる直流給

電車による直流電源確

保は自主対策手順とし

て記載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，東海第

二と同様に代替所内電

気設備への給電につい

て記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，常設代替

直流電源設備の電路と

して代替所内電気設備

を整理 
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表2.1.17 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.14)(1/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順（1.14） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.14）(1/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

柏崎 6/7は，ABWRで

あり，高圧炉心スプレイ

系専用のディーゼル発

電機はないため，本記載

はない 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，非常用直

流電源設備による給電

について対応手段，対処

設備，手順書一覧（2／8）

にて記載 
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表2.1.17 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.14)(2/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.14）(2/5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，単独の

審査申請であり，自主対

策設備として１号炉と

の号炉間電力融通ケー

ブルを設けている。柏崎

は 6/7号炉の申請であ

るため常設と可搬型の

２種類の重大事故等対

処設備を設けており，東

海第二は敷地内に２以

上の発電用原子炉施設

はない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，燃料を

補給する設備にガスタ

ービン発電機専用のタ

ンク及びディーゼル発

電機専用のタンク２種

類を設置しており，ガス

タービン発電機用軽油

タンクは，可搬設備への

給油を含め，事象発生後

７日間運転を継続する

ために必要な燃料を確

保している。また，ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク

は，ガスタービン発電機

用軽油タンクに兼用す

ることなく，可搬設備へ
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給油することが可能。な

お，柏崎６/７は６・７

号炉合計４台のディー

ゼル発電機用燃料タン

クにてガスタービン発

電機及び可搬設備へ給

油し，東海第二は可搬型

設備専用のタンク及び

ガスタービン発電機と

非常用ディーゼル発電

機兼用のタンクを設置 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

代替交流電源設備によ

る給電は全てＳＡ手順

であり，島根２号炉及び

柏崎 6/7はガスタービ

ン発電機と同様の電路

を使用する高圧発電機

車の回路を自主設備と

して整理 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，非常用

直流電源設備による給

電について第 17表 機

能喪失を想定する設計

基準事故対処設備と整

備する手順（1/5）にて

記載。 

東海第二は，代替交流

電源設備については，対

応手段，対処設備，手順

書一覧（3／8）にて記載 

【柏崎 6/7】 
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 柏崎 6/7は，号炉間電

力融通電気設備による

給電について表 2.1.17 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順(1.14) 

(3/5)にて記載 
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表2.1.17 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.14)(3/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.14）(3/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7同様に高圧発電機

車と常設充電器を組み

合わせた直流電源確保

を可搬型直流電源設備

とし，東海第二と同等の

設備構成となる直流給

電車による直流電源確

保は自主対策手順とし

て記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，代替交

流電源設備について第

17表 機能喪失を想定

する設計基準事故対処

設備と整備する手順

（1.14）（2/5）にて記載 

【東海第二】 

 東海第二は代替直流

電源設備について対応

手段，対処設備，手順書

一覧（4／8）にて記載 
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表2.1.17 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.14)(4/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.14）(4/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，単独の

審査申請であり，自主対

策設備として１号炉と

の号炉間電力融通ケー

ブルを設けている。柏崎

は 6/7号炉の申請であ

るため常設と可搬型の

２種類の重大事故等対

処設備を設けており，東

海第二は敷地内に２以

上の発電用原子炉施設

はない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，非常用

ディーゼル発電機のみ

が機能喪失した場合（高

圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機は使用可

能）の手順を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，非常用

所内電気設備を経由す

るため代替所内電気設

備に号炉間電力融通ケ

ーブルを選定しない 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，代替直

流電源設備による給電

について第 17表 機能
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喪失を想定する設計基

準事故対処設備と整備

する手順（1.14）（3/5）

にて記載 

東海第二は，非常用デ

ィーゼル発電機機能喪

失時の代替交流電源に

よる給電について対応

手段，対処設備，手順書

一覧（5／8）にて記載 

・記載表現の相違 

【柏崎６/７】 

 島根２号炉は，燃料補

給設備による給油につ

いて第 17表 機能喪失

を想定する設計基準事

故対処設備と整備する

手順（1.14）(5/5)にて

記載 
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表2.1.17 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順(1.14)(5/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（5／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順（1.14）(5/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，単独の

審査申請であり，自主対

策設備として１号炉と

の号炉間電力融通ケー

ブルを設けている。柏崎

は 6/7号炉の申請であ

るため常設と可搬型の

２種類の重大事故等対

処設備を設けており，東

海第二は，敷地内に２以

上の発電用原子炉施設

はない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，非常用

ディーゼル発電機のみ

が機能喪失した場合（高

圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機は使用可

能）の手順を記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，燃料を

補給する設備にガスタ

ービン発電機専用のタ

ンク及びディーゼル発

電機専用のタンク２種

類を設置しており，ガス

タービン発電機用軽油

タンクは，可搬設備への
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給油を含め，事象発生後

７日間運転を継続する

ために必要な燃料を確

保している。また，ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク

は，ガスタービン発電機

用軽油タンクに兼用す

ることなく，可搬設備へ

給油することが可能。な

お，柏崎 6/7は，6/7号

炉合計４台のディーゼ

ル発電機用燃料タンク

にてガスタービン発電

機及び可搬設備へ給油

し，東海第二は，可搬型

設備専用のタンク及び

ガスタービン発電機と

非常用ディーゼル発電

機兼用のタンクを設置 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，燃料の補

給について表 2.1.17 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順(1.14) 

(4/4)にて記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，燃料補給

設備による給油ついて

対応手段，対処設備，手

順書一覧（7／8），（8／8）

にて記載し，可搬型代替

交流電源設備による給

電について対応手段，対

処設備，手順書一覧（6

／8）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（6／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 島根２号炉は，高圧炉

心スプレイ系ディーゼ

ル発電機が健全である

場合は「非常用ディーゼ

ル発電機機能喪失時の

代替交流電源設備によ

る給電」，その他の直流

電源確保手順は「代替直

流電源設備による給電」

にて記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，可搬型

代替交流電源設備によ

る給電ついて第 17表 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順（1.14）

（4/5）及び（5/5）にて

記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（7／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，高圧炉

心スプレイ系ディーゼ

ル発電機が健全である

場合は「非常用ディーゼ

ル発電機機能喪失時の

代替交流電源による給

電」，その他の直流電源

確保手順は「代替直流電

源設備による給電」にて

記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，自主対策

手順として海水ポンプ

による直接冷却を行う

手段を記載しているが，

島根２号炉の取水機能

喪失時の対応はガスタ

ービン発電機による給

電を行うため，非常用デ

ィーゼル発電機による

給電手順は不要 

・設備，運用の相違 

【東海第二】 

「島根２号炉は，燃料

を補給する設備にガス

タービン発電用軽油タ

ンク及びディーゼル燃

料貯蔵のタンク２種類

を設置しており，ガスタ

ービン発電機用軽油タ

ンクは，可搬設備への給
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油を含め，事象発生後７

日間運転を継続するた

めに必要な燃料を確保

している。また，ディー

ゼル燃料貯蔵タンクは，

ガスタービン発電機用

軽油タンクに兼用する

ことなく，可搬設備へ給

油することが可能。な

お，柏崎 6/7は 6/7号炉

合計４台の軽油タンク

にてガスタービン発電

機及び可搬設備へ給油

し，東海第二は可搬型設

備専用のタンク及びガ

スタービン発電機と非

常用ディーゼル発電機

兼用のタンクを設置」，

「島根２号炉は，「ガス

タービン発電機用軽油

タンク又はディーゼル

燃料貯蔵タンクからタ

ンクローリへの補給」の

手順の中で自動給油さ

れることを記載」の相違

に伴い，東海第二はタン

ク別に記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，燃料給

油設備による給油につ

いて第 17表 機能喪失

を想定する設計基準事

故対処設備と整備する

手順（1.14）（5/5）にて

記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（8／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

・設備，運用の相違 

【東海第二】 

「島根２号炉は，燃料

を補給する設備にガス

タービン発電用軽油タ

ンク及びディーゼル燃

料貯蔵のタンク２種類

を設置しており，ガスタ

ービン発電機用軽油タ

ンクは，可搬設備への給

油を含め，事象発生後７

日間運転を継続するた

めに必要な燃料を確保

している。また，ディー

ゼル燃料貯蔵タンクは，

ガスタービン発電機用

軽油タンクに兼用する

ことなく，可搬設備へ給

油することが可能。な

お，柏崎６/７は６・７

号炉合計４台の軽油タ

ンクにてガスタービン

発電機及び可搬設備へ

給油し，東海第二は可搬

型設備専用のタンク及

びガスタービン発電機

と非常用ディーゼル発

電機兼用のタンクを設

置」，「島根２号炉は，「ガ

スタービン発電機用軽

油タンク又はディーゼ

ル燃料貯蔵タンクから

タンクローリへの補給」

の手順の中で自動給油
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されることを記載」の相

違に伴い，東海第二はタ

ンク別に記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，燃料給

油設備による給油につ

いて第 17表 機能喪失

を想定する設計基準事

故対処設備と整備する

手順（1.14）（5/5）にて

記載 
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(o) 「2.1 可搬型設備等による対応手順等」 

大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時に使用する設備と手順については，先に記載し

た(b)項から(n)項で示した重大事故等対策で整備する手順等を活

用することで「炉心の著しい損傷を緩和するための対策」，「原子

炉格納容器の破損を緩和するための対策」，「使用済燃料プールの

水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するた

めの対策」，「放射性物質の放出を低減させるための対策」及び「大

規模な火災が発生した場合における消火活動」の措置を行う。 

さらに，柔軟な対応を行うため上記の手順に加えて，以下の大規

模損壊に特化した手順を整備する。（第2.1.18表参照） 

 

イ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱手順 

   大規模損壊では，炉心損傷後，放射線モニタ類の指示値の

急激な上昇等により原子炉格納容器からの異常な漏えいを検

知した場合や格納容器スプレイ機能を有する重大事故等対処

設備が機能喪失した場合等を想定し，原子炉格納容器破損緩

和や放射性物質の放出低減を目的とした格納容器圧力逃がし

装置を用いた原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順を整備す

る。 

 

ロ．可搬型代替注水中型ポンプによる消火手順 

化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車，可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）等を用いた火災時の対応が困難な場

合を想定し，可搬型代替注水中型ポンプを用いた消火手順を

整備する。 

 

ハ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による使

用済燃料プールへの注水手順 

大規模な地震等により使用済燃料プールが損傷し，技術的

能力「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」に

て水位が維持できない場合，ブローアウトパネル強制開放装

置の操作による原子炉建屋外側ブローアウトパネルの開放

（ブローアウトパネル閉止装置が閉止状態である場合は，ブ

ローアウトパネル閉止装置のパネル部開放）を行い，その開

口部を介して，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放

水砲による使用済燃料プールへの注水手順を整備する。 

(o) 「2.1 可搬型設備等による対応手順等」 

大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時に使用する設備と手順については，先に記載

した(b)項から(n)項で示した重大事故等対策で整備する手順等を

活用することで「炉心の著しい損傷を緩和するための対策」，「原

子炉格納容器の破損を緩和するための対策」，「燃料プールの水位

を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための

対策」，「放射性物質の放出を低減させるための対策」及び「大規

模な火災が発生した場合における消火活動」の措置を行う。 

さらに，柔軟な対応を行うため上記の手順に加えて，以下の大規

模損壊に特化した手順を整備する。（第18表参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，大規模

損壊時に特化した手順

を整備 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 大規模特化として整

備する手順の相違 
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ニ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による使

用済燃料乾式貯蔵建屋への放水手順 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムにより使用済燃料乾式貯蔵建屋に大規模な損壊

が発生した場合を想定し，可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用）及び放水砲による使用済燃料乾式貯蔵建屋への放水手順

を整備する。 

 

ホ．現場での可搬型計測器によるパラメータ計測及び監視手順 

   中央制御室が機能喪失する場合を想定し，現場での可搬型

計測器によるパラメータ監視手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．現場での可搬型計測器によるパラメータ計測及び監視手順 

   中央制御室が機能喪失する場合を想定し，現場での可搬型

計測器によるパラメータ監視手順を整備する。 

イ．中央制御室損傷時の通信連絡手順 

中央制御室が機能喪失する場合を想定し，現場と緊

急時対策所が直接連絡できる手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

536



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.18表 大規模損壊に特化した手順（1／2） 

 

 

第2.1.18表 大規模損壊に特化した手順（2／2） 

 

 

 

 

 

 

第18表 大規模損壊に特化した手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定 対応手段 対応手順 対処設備 
整備する手順書

の分類 

中央制御室が機能

喪失する場合 

監視機能の

回復 

現場での可搬型

計測器によるパ

ラメータ計測及

び監視手順 

可搬型計測器 
大規模損壊時に

対応する手順 

連絡手段の

確保 

中央制御室損傷

時の通信連絡手

順 

衛星電話設備 

有線式通信機 

大規模損壊時に

対応する手順 
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c. b.項に示す大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮し中央

制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整備する。 

 

d. b.項に示す大規模損壊への対応手順書については，地震，津

波及び地震と津波の重畳により発生する可能性のある大規模

損壊に対して，また，PRAの結果に基づく事故シーケンスグル

ープの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有の事象とし

て発生する事故シーケンスについて，当該事故により発生す

る可能性のある重大事故，大規模損壊への対応をも考慮する。

加えて，大規模損壊発生時に，同等の機能を有する可搬型重

大事故等対処設備，常設重大事故等対処設備及び設計基準事

故対処設備が同時に機能喪失することなく，炉心注水，電源

確保，放射性物質拡散抑制等の各対策が上記設備のいずれか

により達成できるよう構成する。 

 

 

e. 発電用原子炉施設において整備する大規模損壊発生時の対

応する手順については，大規模損壊に関する考慮事項等，米

国におけるNEIガイドの考え方も参考とする。また，当該のガ

イドの要求内容に照らして発電用原子炉施設の対応状況を確

認する。 

 

 

 

ｃ．ｂ.項に示す大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮し中央

制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整備する。 

 

ｄ．ｂ.項に示す大規模損壊への対応手順書については，地震，津

波及び地震と津波の重畳により発生する可能性のある大規模損

壊に対して，また，ＰＲＡの結果に基づく事故シーケンスグル

ープの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有の事象として

発生する事故シーケンスについて，当該事故により発生する可

能性のある重大事故，大規模損壊への対応を考慮する。加えて，

大規模損壊発生時に，同等の機能を有する可搬型重大事故等対

処設備，常設重大事故等対処設備及び設計基準事故対処設備が

同時に機能喪失することなく，原子炉圧力容器への注水，電源

確保，放射性物質拡散抑制等の各対策が上記設備のいずれかに

より達成できるよう構成する。 

（添付資料2.1.14，2.1.15） 

 

ｅ．発電用原子炉施設において整備する大規模損壊発生時の対応

手順については，大規模損壊に関する考慮事項等，米国におけ

るＮＥＩガイドの考え方も参考とする。また，当該のガイドの

要求内容に照らして発電用原子炉施設の対応状況を確認する。 

（添付資料2.1.16） 

 

 

 

 

ｃ.ｂ.項に示す大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮し中

央制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整備する。 

 

ｄ.ｂ.項に示す大規模損壊への対応手順書は，地震，津波及び

地震と津波の重畳により発生する可能性のある大規模損壊

に対して，また，ＰＲＡの結果に基づく事故シーケンスグル

ープの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有の事象と

して発生する事故シーケンスについて，当該事故により発生

する可能性のある重大事故等及び大規模損壊への対応も考

慮する。加えて，大規模損壊発生時に，同等の機能を有する

可搬型重大事故等対処設備，常設重大事故等対処設備及び設

計基準事故対処設備が同時に機能喪失することなく，炉心注

水，電源確保及び放射性物質拡散抑制等の各対策が上記設備

のいずれかにより達成できるよう構成する。 

 

 

ｅ.発電用原子炉施設において整備する大規模損壊発生時の対

応手順については，大規模損壊に関する考慮事項等，米国に

おけるＮＥＩガイドの考え方も参考とする。また，当該ガイ

ドの要求内容に照らして発電用原子炉施設の対応状況を確

認する。 
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2.1.2.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊に至る可能性のある事象は，基準地震動及び基準

津波等の設計基準を超えるような規模の自然災害並びに故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムを想定する。重大事

故等時に比べて発電用原子炉施設が受ける影響及び被害の程度

が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものとなる。その

ため，発電所施設の被害状況から残存する資源等を活用し事故

対応を行う。被害を受けた機器の復旧可能性の把握，判断も事

故対応の方向性を決める判断要素の一つとする。残存する資源

の把握，活用，復旧判断等の活動は，通常時の実務経験を踏ま

えた「添付資料 1.0.10 重大事故等時の体制について」で整備

する体制で引き続き対応する。 

ただし，中央制御室の機能喪失，要員の被災及び重大事故等

対処で期待する重大事故等対処設備が使用できない等の状況を

想定した場合に対処できるよう，該当する部分の体制の整備，

充実を図る。 

 

大規模損壊発生時は，重大事故等を超えるような状況を想定

した 2.1.2.1 項における大規模損壊発生時の対応手順にしたが

って活動を行うことを前提とし，中央制御室が機能喪失するよ

うな場合にも的確かつ柔軟に対処できるよう，重大事故等対策

では考慮されていない大規模損壊に対する脆弱性を補完する手

順書を用いた活動を行うための体制を整備する。 

また，中長期的な対応が必要となる場合や発電所の複数の発

電用原子炉施設で同時被災した場合にも対応できる体制を整備

する。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故

等及び大規模損壊が発生した場合でも速やかに対策を行えるよ

う，次の体制を整備する。 

• 発電所構内に緊急時対策要員，運転員，自衛消防隊合わせて

常時 100 名確保し，分散して待機する。また，故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムの発生により，中央制御

室（運転員を含む）が機能しない場合においても，対応でき

る体制を整備する。 

• 火災発生時の初期消火活動に対応するため，自衛消防隊初期

消火班についても発電所に常時確保する。 

2.1.2.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に

おける体制については，重大事故等時の対応体制を基本とする

が，大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の体

制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪失含む）で

も流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。 

また，重大事故等を超えるような状況を想定した大規模損壊

対応のための体制を整備，充実するために，大規模損壊対応に

係る必要な計画の策定並びに災害対策要員に対する教育及び訓

練を付加して実施し体制の整備を図る。 

 

2.1.2.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に

おける体制については，重大事故等時の対応体制を基本とする

が，大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の体

制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪失含む）で

も流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。 

また，重大事故等を超えるような状況を想定した大規模損壊

対応のための体制を整備，充実するために，大規模損壊対応に

係る必要な計画の策定並びに緊急時対策要員に対する教育及び

訓練を付加して実施し体制の整備を図る。 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化（具体的には島根２号

炉は，「別冊Ⅰ2.5 大規

模損壊時の体制」に記

載） 
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• 重大事故等及び大規模損壊の対応で，高線量下における対応

が必要な場合においても，社員で対応できるよう緊急時対策

要員を確保する。 

• 緊急時対策要員の補充の見込みが立たない場合は，原子炉停

止等の措置を実施し，確保できる緊急時対策要員で，安全が

確保できる発電用原子炉の運転状態に移行する。 
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(1) 福島第一原子力発電所事故対応の課題と対策 

a. 福島第一原子力発電所事故対応の課題 

当社福島第一原子力発電所事故対応では発電所対策本部

の指揮命令が混乱し，迅速・的確な意思決定ができなかっ

たが，緊急時活動や体制面における課題及び，それぞれの

課題に対する必要要件を表 2.1.18 に示す。 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は，自社の

福島第一原子力発電所

事故の教訓を記載 

表 2.1.18 福島第一原子力発電所事故対応の課題と必要な要件 
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b. 原子力防災組織に必要な要件の整理 

柏崎刈羽原子力発電所及び本社の原子力防災組織は，福島

第一原子力発電所での課題を踏まえ，発電所の複数の発電用

原子炉施設で同時に重大事故等が発生した場合及び重大事故

等の中長期的な対応が必要となる場合でも対応できるように

するため，当社の原子力防災組織へ反映すべき必要要件及び

要件適用の考え方を表2.1.19 に整理した。 
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表 2.1.19 当社原子力防災組織へ反映すべき必要な要件と 

要件適用の考え方 

 

※ 表 2.1.18 における対応策③は設備対策のため，本表には記載

せず。 

   

 

 

なお，当社の原子力防災組織へ反映すべき必要な要件の整

理に当たり，弾力性をもった運用が可能である，米国の消防，

警察，軍等の災害現場・事件現場等における標準化された現

場指揮に関するマネジメントシステム［ICS1（Incident 

Command System）］を参考にしている。ICS の主な特徴を表

2.1.20 に示す。 
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表 2.1.20 ICS の主な特徴 

 

   

ICS は，これらの特徴を持つことから，たとえ想定を超え

るような事態を迎えても，柔軟に対応し事態を収拾すること

を目的とした弾力性を持ったシステムであり，当社の原子力

防災組織へ反映すべき必要な要件におおむね合致していると

考えている。 

   

c. 具体的な改善策 

当社の原子力防災組織の具体的な改善策について以下に記

す。（図 2.1.4～2.1.8 参照） 

（a）組織構造上の改善 

○基本的な機能として 5 つの役割にグルーピング。 

○指揮命令が混乱しないよう，また，監督限界を考慮し，指

揮官（本部長）の直属の部下（統括）を 7 名以下，統括の

直属の部下（各班の班長）も 7 名以下となるよう組織を構

成。班員についても役割に応じたチーム編成とすることで，

班長以下の指揮命令系統にも監督限界を配慮（例：総務班

の場合は，厚生チーム，警備チーム，医療チーム，総務チ

ーム等，役割ごとに分類）。 
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○号機班は，プラント状況の様相・規模に応じて縮小，拡張

可能なよう号炉ごとに配置。 

○ロジスティック機能を計画立案，現場対応機能から分離。 

○対外対応に関する責任者として対外対応統括を配置。 

○社外対応を行う要所となるポジションにはリスクコミュニ

ケーターを配置。 

○現場指揮官の意志決定をサポートする役割を持つ指揮専属

スタッフとして安全監督担当を配置。現場の安全性につい

て，指揮官（本部長）に助言を行うともに，現場作業員の

安全性を確保するために協働し，緊急時対策要員の安全確

保に努める役割を担う。安全監督担当は，部門横断的な活

動を行うことができる点で本部長，統括と各機能班長の指

揮命令系統とは異なった位置づけとなっており，現場作業

員の安全性に関し，各統括・班長に対して是正を促すこと

ができる。 

   

（b）組織運営上の改善 

○指揮命令系統上にいない人物からの指示で動くことがない

ようにする。 

○最終的な対応責任は発電所対策本部にあり，重大事故等時

における本社対策本部の役割は，事故の収束に向けた発電

所対策本部の活動の支援に徹すること，現地の所長からの

支援要請に基づいて活動することを原則とし，事故対応に

対する細かい指示や命令，コメントの発信を行わない。 

○必要な役割や対応について，あらかじめ本部長の権限を委

譲することで，各統括や班長が自発的な対応を行えるよう

にする。 

○発電所の被災状況や，プラント状況を共有する社内情報共

有ツール（チャット，COP（Common Operational Picture））

を整備することにより，発電所や本社等の関係者に電話や

紙による情報共有に加え，より円滑に情報を共有できるよ

うな環境を整備する。（図2.1.9 参照） 

○TV 会議で共有すべき情報は，全員で共有すべき情報に限定

する等，発話内容を制限することで，適切な意思決定，指

揮命令を行える環境を整備する。 

○発電所対策本部及び本社対策本部間の情報共有は，TV 会議

システム，社内情報共有ツールと併せて，同じミッション

を持つ統括，班長同士で通信連絡設備を使用し，連絡，情

報共有を行う。 
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○外部からの支援に頼らずに当社社員が自ら対応できるよう

に可搬型代替注水ポンプやホイールローダ等をあらかじめ

配備し，運転操作を習得。 

○本社は，後方支援拠点となる原子力事業所災害対策支援拠

点を速やかに立ち上げられるよう，拠点を整備し，あらか

じめ派遣する人員を決める。 

○本社は，災害発生後，発電所が必要としている資機材を迅

速に送ることができるよう，調達・輸送面に関する運用を

あらかじめ手順化。 

   

 

図 2.1.4 柏崎刈羽原子力発電所の原子力防災組織の改善 

   

 

図 2.1.5 本社の原子力防災組織の改善 
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図 2.1.6 柏崎刈羽原子力発電所 原子力防災組織 体制図 

（第 2 次緊急時態勢・参集要員召集後 6 号及び 7 号炉ともに 

運転中の場合） 
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図 2.1.7 柏崎刈羽原子力発電所 原子力防災組織 体制図 

（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）6 号及び 7 号炉ともに

運転中の場合） 
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図 2.1.8 柏崎刈羽原子力発電所 原子力防災組織 体制図 

（プルーム通過時） 

   

 

図 2.1.9 社内情報共有ツール 

   

d. 改善後の効果について 

原子力防災組織の改善により，以下の効果が期待できると

考えている。 

 

   

549



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・指揮命令系統が機能ごとに明確になる。 

・管理スパンが設定されたことにより，指揮者（特に本部長）

の負担が軽減され，指揮者は，プラント状況等を客観的に

俯瞰し，指示が出せるようになる。 

・本部長から各統括に権限が委譲され，各統括の指示の下，

各機能班が自律的に自班の業務に対する検討・対応を行う

ことができるようになる。 

・運用や情報共有ツール等を改善することにより，発電所対

策本部，各機能班のみならず，本社との情報共有がスムー

ズに行えるようになる。 

 

   

(2) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練の実施 

大規模損壊への対応のための運転員，緊急時対策要員及び

自衛消防隊への教育及び訓練については，「添付資料 1.0.9 重

大事故等対策の対処に係る教育及び訓練について」で示す重

大事故等対策にて実施する教育及び訓練を基に，大規模損壊

発生時に対応する手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を

習得するための教育及び訓練を実施する。教育及び訓練は，

各要員の役割に応じた任務を遂行するに当たり必要となる力

量を習得及び維持するために実施する。必要となる力量を表

2.1.21 に示す。また，大規模損壊発生時に対応する発電所対

策本部とそれを支援する組織の実効性等を確認するための定

期的な総合訓練を継続的に実施する。 

 

大規模損壊のような過酷な状況下で対応するためには，更

に下記事項を実施することで不測の事態にも対処することが

可能となる。 

(1) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練の実施 

 大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に応

じて的確，かつ，柔軟に対処するために必要な力量を確保する

ため，災害対策要員への教育及び訓練については，重大事故等

対策の対処に係る教育及び訓練に加え，過酷な状況下において

も柔軟に対処できるよう大規模損壊発生時に対応する手順及び

事故対応用の資機材の取扱い等を習得するための教育及び訓練

を実施する。また，重大事故等対応要員においては，役割に応

じて付与される力量に加え，流動性をもって柔軟に対応できる

ような力量を確保していくことにより，本来の役割を担う要員

以外の要員でも対応できるよう教育及び訓練の充実を図る。必

要となる力量を第 2.1.19表に示す。 

(1) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練の実施 

大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に

応じて的確かつ柔軟に対処するために必要な力量を確保する

ため，緊急時対策要員への教育及び訓練については，重大事

故等対策の対処に係る教育及び訓練に加え，過酷な状況下に

おいても柔軟に対処できるよう大規模損壊発生時に対応する

手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習得するための教

育及び訓練を実施する。また，緊急時対策要員の役割に応じ

て付与される力量に加え，流動性をもって柔軟に対応できる

ような力量を確保していくことにより，本来の役割を担う要

員以外の要員でも対応できるよう教育及び訓練の充実を図

る。必要となる力量を第 19表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 
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 ａ．大規模損壊発生時に対応する手順及び事故対応用の資機

材の取扱い等を習得するための教育及び訓練を実施する。 

 

ａ．大規模損壊発生時に対応する手順及び事故対応用の資機材

の取扱い等を習得するための教育及び訓練を実施する。 

 

 

ａ．運転員及び緊急時対策要員については，要員の役割に応

じて付与される力量に加え，例えば要員の被災等が発生

した場合においても，優先順位の高い緩和措置の実施に

遅れが生じることがないよう，臨機応変な配員変更に対

応できる知識及び技能習得による要員の多能化を計画的

に実施する。多能化に当たっては，重大事故等時の要員

の動線を考慮して多能化の組み合わせを決定する。また，

緊急時対策要員は，本来の役割と異なる役割を夜間及び

休日（平日の勤務時間帯以外）に担う場合があるため，

「添付資料 1.0.9 重大事故等対策の対処に係る教育及び

訓練について」で示す重大事故等対策にて実施する教育

及び訓練に基づき該当者の多能化を図る。加えて，要員

が負傷する等により役割を実行できなくなった場合に

は，同じ機能を担務する下位の職位の要員が代行するか，

又は上位の職位の要員が下位の職位の要員の職務を兼務

することになるため，代行若しくは兼務対象者に対して

必要な教育を実施する。 

ｂ．重大事故等対応要員については，要員の役割に応じて付

与される力量に加え，例えば要員の被災等が発生した場合

においても，優先順位の高い緩和措置の実施に遅れが生じ

ることがないよう，臨機応変な配員変更に対応できる知識

及び技能習得による要員の多能化を計画的に実施する。 

 

ｂ．緊急時対策要員については，要員の役割に応じて付与され

る力量に加え，例えば要員の被災等が発生した場合におい

ても，優先順位の高い緩和措置の実施に遅れが生じること

がないよう，臨機応変な配員変更に対応できる知識及び技

能習得による要員の多能化を計画的に実施する。 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

ｂ．原子力防災管理者及びその代行者を対象に，通常の指揮

命令系統が機能しない場合及び残存する資源等を最大限

活用しなければならない事態を想定した個別の教育及び

訓練を実施する。 

ｃ．原子力防災管理者及びその代行者を対象に，通常の指揮

命令系統が機能しない場合及び残存する資源等を最大限活

用しなければならない事態を想定した個別の教育及び訓練

を実施する。 

ｃ．原子力防災管理者及びその代行者を対象に，通常の指揮命

令系統が機能しない場合及び残存する資源等を最大限活用

しなければならない事態を想定した個別の教育及び訓練を

実施する。 

 

ｃ．発電所構内の要員を最大限に活用しなければならない事

態を想定した個別の教育及び訓練を実施する。 

  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

ｄ．大規模損壊発生時に対応する手順及び事故対応用の資機

材の取扱い等を習得するための個別訓練を，訓練ごとに

実施頻度を定めて実施する。 

   

ｅ．事故時の対応や事故後の復旧を迅速に行うため，重大事

故等及び大規模損壊発生時の事象進展により高線量下に

なる場所を想定し放射線防護具を使用した事故時対応訓

練，夜間及び降雨並びに強風等の悪天候下等を想定した

事故時対応訓練を実施する。 
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ｆ．大規模損壊発生時に対応する組織とそれを支援する組織

の実効性等を確認するための定期的な総合訓練を継続的

に実施する。 

ｄ．大規模損壊発生時に対応する組織とそれを支援する組織の

実効性等を確認するための定期的な総合訓練を継続的に実

施する。 

ｄ．大規模損壊発生時に対応する組織とそれを支援する組織の

実効性等を確認するための定期的な総合訓練を継続的に実

施する。 

 

教育及び訓練の頻度と力量評価の考え方は，次のとおりと

し，この考え方に基づき教育訓練の計画を定め，実施する。 

・各要員の役割に応じた教育及び訓練を年１回以上実施する

ことにより，各手順を習熟させ，力量の維持・向上を図る。

あわせて力量が維持されていることを確認する。 

・各要員の力量評価の結果に基づき教育及び訓練の有効性評

価を行い，年１回の実施頻度では力量の維持が困難と判断

される教育及び訓練については，年 2 回以上実施する。 

・大規模損壊の緩和措置における中央制御室での操作及び動

作状況確認等の短時間で実施できる操作以外の作業や操作

について，必要な要員数及び想定時間にて対応できるよう，

教育及び訓練を効果的かつ確実に実施する。 

・教育及び訓練の実施結果により，手順，資機材及び体制に

ついて改善要否を評価し，必要により手順，資機材の改善，

教育及び訓練計画への反映を行い，力量を含む対応能力の

向上を図る。 

  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

・あらかじめ定めた連絡体制に基づき，夜間及び休日（平日

の勤務時間帯以外）を含めて必要な緊急時対策要員を非常

召集できるよう，定期的に連絡訓練を実施する。 

   

552



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表 2.1.21 大規模損壊発生時の対応に係る発電所要員の力量管理

について 

 

第 2.1.19表 大規模損壊発生時の対応に係る発電所要員の力量

管理について 

 

第 19表 大規模損壊発生時の対応に係る発電所要員の力量管理 

について 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

要員名称の相違はあ

るが，必要な作業及び力

量については相違なし 

(3) 大規模損壊発生時の体制 

「添付資料 1.0.10 重大事故等時の体制について」で整備

する発電所対策本部体制に加え，下記事項を考慮したものと

する。 

(2) 大規模損壊発生時の体制 

災害対策本部は，大規模損壊の緩和措置を実施する実施組

織及びその支援組織から構成されており，それぞれの機能ご

とに責任者を定め，役割分担を明確にし，効果的な大規模損

壊の緩和措置を実施し得る体制とする。また，東海発電所の

同時被災の場合においても，重大事故等対処設備を使用して

炉心損傷や原子炉格納容器の破損等に対応できる体制とす

る。 

大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の体

制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪失含む）

でも流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。 

 

(2) 大規模損壊発生時の体制 

緊急時対策本部は，大規模損壊の緩和措置を実施する実施

組織及びその支援組織から構成されており，それぞれの機能

ごとに責任者を定め，役割分担を明確にし，効果的な大規模

損壊の緩和措置を実施し得る体制とする。また，複数号炉の

同時被災の場合においても，重大事故等対処設備を使用して

炉心損傷や原子炉格納容器の破損等に対応できる体制とす

る。 

大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の体

制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪失含む）

でも流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

 

ａ．大規模損壊発生時の不確実性にも対処できるよう，運転

員以外の発電所職員について，原則として全員を緊急時

対策要員とするとともに，他号炉の運転員による応援が

可能な体制を整備する。 
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ｂ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大

事故等及び大規模損壊のような原子力災害が発生した場

合にも，速やかに対策の対応を行うため，発電所構内に

緊急時対策要員，運転員及び自衛消防隊合わせて常時 100 

名確保し，大規模損壊発生時は本部長代行が初動の指揮

を執る体制を整備する。 

 

 

また，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムの発生により，中央制御室（6 号及び 7 号炉運転員を

含む）が機能しない場合もあらかじめ想定し，緊急時対

策要員で役割を変更する要員に対して事前に周知してお

くことで混乱することなく迅速な対応を可能とする。 

 

ａ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても発電

所構内に災害対策要員（指揮者等）4名，重大事故等対応要

員17名，当直（運転員）7名及び自衛消防隊11名の合計39

名を常時確保し，大規模損壊発生時は統括待機当番者が初

動の指揮を執る体制を整備する。なお，原子炉運転停止中※

については，中央制御室の当直（運転員）を5名とする。 

※ 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が

100℃未満）及び燃料交換の期間 

また，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

の発生により，中央制御室（当直（運転員）を含む）が機

能しない場合もあらかじめ想定し，重大事故等対応要員で

役割を変更する要員に対して事前に周知しておくことで混

乱することなく迅速な対応を可能とする。 

 

ａ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても発電所

構内に運転員９名を含む緊急時対策要員 47 名を常時確保

し，大規模損壊発生時は指示者が初動の指揮を執る体制を

整備する。なお，２号炉原子炉運転停止中※については，中

央制御室の２号運転員を５名とする。 

    

※ 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が

100℃未満）及び燃料交換の期間 

また，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

の発生により，中央制御室（１号及び２号運転員を含む）

が機能しない場合もあらかじめ想定し，緊急時対策要員で

役割を変更する要員に対して事前に周知しておくことで

混乱することなく迅速な対応を可能とする。 

 

 

 

 

ｃ．大規模損壊発生時において，緊急時対策要員として参集

が期待される社員寮，社宅の緊急時対策要員の発電所へ

のアクセスルートは複数確保し，その中から通行可能な

ルートを選択し発電所へ参集する。なお，プラント状況

が確実に入手できない場合は，あらかじめ定めた集合場

所にて，発電所の状況等の確認を行った後，発電所へ参

集する。 

ｂ．大規模損壊発生時において，災害対策要員として参集が

期待される社員寮，社宅等の災害対策要員の発電所へのア

クセスルートは複数確保し，その中から通行可能なルート

を選択し発電所へ参集する。 

 

ｂ．大規模損壊発生時において，緊急時対策要員として参集が

期待される社員寮，社宅等の緊急時対策要員の発電所への

アクセスルートは複数確保し，その中から通行可能なルー

トを選択し発電所へ参集する。なお，プラント状況が確実

に入手できない場合は，あらかじめ定めた構外参集拠点に

て，発電所の状況等の確認を行った後，発電所へ参集する。 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，プラン

トの状況が確実に入手

できない場合の対応を

明記 

ｄ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，大規

模な自然災害が発生した場合には，上記アクセスルート

による社員寮，社宅等からの参集に時間を要する可能性

があるが，その場合であっても，発電所構内に分散待機

する緊急時対策要員により優先する対応手順を必要とす

る要員数未満で対応することで当面の間は事故対応を行

えるよう多能化を図る。 

ｃ．大規模な自然災害が発生した場合には，発電所構内に常

駐する要員39名の中に被災者が発生する可能性があること

に加え，社員寮，社宅等からの交替要員参集に時間を要す

る可能性があるが，その場合であっても，当直（運転員）

及び自衛消防隊を含む発電所構内に常駐する要員により，

優先する対応手順を，必要とする要員数未満で対応するこ

とで交替要員が到着するまでの間も事故対応を行えるよう

体制を整備する。 

 

 

ｃ．大規模な自然災害が発生した場合には，発電所構内に常時

確保する要員 47 名の中に被災者が発生する可能性がある

ことに加え，社員寮，社宅等からの交替要員参集に時間を

要する可能性があるが，その場合であっても，運転員及び

自衛消防隊を含む発電所構内に常駐する要員により，優先

する対応手順を，必要とする要員数未満で対応することで

交替要員が到着するまでの間も事故対応を行えるよう体制

を整備する。 
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(4) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令

系統の確立についての基本的考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命令

系統が機能しない場合も考えられる。このような状況において

も，発電所構内に勤務している緊急時対策要員により指揮命令

系統を確立できるよう，大規模損壊発生時に対応するための体

制を次の基本的な考え方に基づき整備する。 

(3) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令

系統の確立についての基本的な考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況にお

いても，発電所構内に常駐している災害対策要員により指揮

命令系統を確立できるよう，大規模損壊発生時に対応するた

めの体制を整備する。 

 

 

(3) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命

令系統の確立についての基本的考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況にお

いても，発電所構内に常駐している緊急時対策要員により指

揮命令系統を確立できるよう，大規模損壊発生時に対応する

ための体制を整備する。 

 

ａ．大規模損壊への対応に必要な要員を常時確保するため，夜

間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における運転員，緊

急時対策要員及び自衛消防隊初期消火班は，地震，津波等

の大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムが発生した場合にも対応できるよう，分

散して待機する。また，地震，津波等の大規模な自然災害

によって，待機場所への影響が考えられる場合は，屋外へ

の退避及び高台への避難等を行う。なお，建物の損壊等に

より要員が被災するような状況においても，発電所構内に

勤務している他の要員を活用する等の柔軟な対応をとる

ことを基本とする。 

ａ．大規模損壊への対応に必要な要員を常時確保するため，

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における災害対策

要員（初動）は，地震，津波等の大規模な自然災害又は故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した

場合にも対応できるよう，分散して待機する。また，地震，

津波等の大規模な自然災害によって，待機場所への影響が

考えられる場合は，屋外への退避及び高台への避難等を行

う。なお，建物の損壊等により要員が被災するような状況

においても，発電所構内に常駐している他の要員を活用す

る等の柔軟な対応をとることを基本とする。 

 

ａ．大規模損壊への対応に必要な要員を常時確保するため，夜

間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における緊急時対策

要員は，地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合にも

対応できるよう，分散して待機する。また，地震，津波等

の大規模な自然災害によって，待機場所への影響が考えら

れる場合は，屋外への退避及び高台への避難等を行う。な

お，建物の損壊等により要員が被災するような状況におい

ても，発電所構内に勤務している他の要員を活用する等の

柔軟な対応をとることを基本とする。 

 

ｂ．地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムの発生により，通常の原子力

防災体制での指揮命令系統が機能しない場合も考慮し，原

子力防災管理者の代行者をあらかじめ複数定めることで

体制を維持する。 

ｂ．地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムの発生により，通常の原子

力防災体制での指揮命令系統が機能しない場合も考慮し，

原子力防災管理者の代行者をあらかじめ複数定めることで

体制を維持する。 

ｂ．地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムの発生により，通常の原子力

防災体制での指揮命令系統が機能しない場合も考慮し，原

子力防災管理者の代行者をあらかじめ複数定めることで体

制を維持する。 

 

ｃ．6 号及び 7 号炉同時被災時には，6 号及び 7 号炉の原子

炉主任技術者は，それぞれ担当する号炉の保安監督を誠実

かつ最優先に行う。また，大規模損壊の緩和措置の実施に

当たり保安上必要な場合は，実施組織（所長を含む。）へ

指示を行い，事故の拡大防止又は影響緩和を図る。 

  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

ｄ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う緊急時

対策要員と発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めに必要な緊急時対策要員は緊急時対策所，運転員は中央

制御室待避室にとどまり，その他の緊急時対策要員及び自

衛消防隊は発電所構外ヘ一時退避し，その後，発電所対策

本部長の指示に基づき再参集する。 

ｃ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う災害

対策要員と発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な災害対策要員は緊急時対策所及び第二弁操作室，

当直（運転員）の一部は中央制御室待避室にとどまり，そ

の他の災害対策要員は発電所構外へ一時退避し，その後，

災害対策本部長の指示に基づき再参集する。 

 

ｃ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う緊急時

対策要員と発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な緊急時対策要員は緊急時対策所，運転員の一部は

中央制御室待避室にとどまり，その他の緊急時対策要員は

発電所構外へ一時退避し，その後，緊急時対策本部長の指

示に基づき再参集する。 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，格納容

器破損のおそれがない

場合におけるベント実

施に伴うプルーム通過
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ｅ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，発

電所対策本部の火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊

は消火活動を実施する。また，発電所対策本部長が，事故

対応を実施又は継続するために，放水砲等による泡消火の

実施が必要と判断した場合は，緊急時対策要員を火災対応

の指揮命令系統の下で活動する自衛消防隊の指揮下で消

火活動に従事させる。なお，発電所対策本部の体制が整っ

た後は，発電所対策本部長の判断により，自衛消防組織を

立ち上げし，自衛消防隊による消火活動を実施する。 

ｄ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，

災害対策本部の火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊

は消火活動を実施する。また，災害対策本部長が，事故対

応を実施又は継続するために，放水砲等による泡消火の実

施が必要と判断した場合は，災害対策本部の指揮命令系統

の下，放水砲等の対応を行う要員を消火活動に従事させる。 

 

 

ｄ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，緊

急時対策本部の火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊

は消火活動を実施する。また，緊急時対策本部長が，事故

対応を実施又は継続するために，放水砲等による泡消火の

実施が必要と判断した場合は，緊急時対策要員を火災対応

の指揮命令系統の下で活動する自衛消防隊の指揮下で消火

活動に従事させる。 

 

 

時は，運転員９名のう

ち，５名は中央制御室待

避室に待避する 

【東海第二】 

島根 2号炉は，格納容

器破損のおそれがない

場合におけるベント弁

操作後の運転員は，中央

制御室待避室にとどま

る 

 

(5) 大規模損壊発生時の対応拠点 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合

において，発電所対策本部長を含む発電所対策本部の緊急時対

策要員等が対応を行う拠点は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所を基本とする。5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の健全性

（居住性確保，通信連絡機能等）が確認できない場合は，代替

可能なスペース及び必要に応じて風雨を凌ぐための資機材を

活用することにより発電所対策本部の指揮命令系統を維持す

る。 

また，運転員の拠点については，中央制御室が機能している

場合は中央制御室とするが，中央制御室が機能していない場合

や火災等により運転員に危険が及ぶおそれがある場合は，施設

の損壊状況，対応可能な要員等を勘案し発電所対策本部が適切

な拠点を選定する。 

 

(6) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

ａ．本社対策本部体制の確立 

大規模損壊発生時における本社対策本部の設置による発

電所への支援体制は，「添付資料 1.0.10 重大事故等時の体

制について」で整備する支援体制と同様である。 

ｂ．外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における外部支援体制は，「添付資料 1.0.4 

外部からの支援について」で整備する原子力災害発生時の外部

支援体制と同様である。 

(4) 大規模損壊発生時の対応拠点 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合

において，災害対策本部長を含む災害対策本部の災害対策本

部要員が対応を行う拠点は，緊急時対策所を基本とする。緊

急時対策所の健全性（居住性確保，通信連絡機能等）が確認

できない場合は，代替可能なスペースを有する建屋を活用す

ることにより災害対策本部の指揮命令系統を維持する。 

 

 

また，当直（運転員）の拠点については，中央制御室が機

能している場合は中央制御室とするが，中央制御室が機能し

ていない場合や火災等により当直（運転員）に危険が及ぶお

それがある場合は，施設の損壊状況，対応可能な要員等を勘

案し災害対策本部が適切な拠点を選定する。 

 

(5) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

ａ．本店対策本部体制の確立 

大規模損壊発生時における本店対策本部の設置による発

電所への支援体制は，「技術的能力審査基準1.0」で整備す

る支援体制と同様である。 

ｂ．外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における発電所への外部支援体制は，

「技術的能力審査基準1.0」で整備する原子力災害発生時の

外部支援体制と同様である。 

 

 

 

(4) 大規模損壊発生時の対応拠点 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合

において，緊急時対策本部長を含む緊急時対策本部の緊急時

対策要員が対応を行う拠点は，緊急時対策所を基本とする。

緊急時対策所の健全性（居住性確保，通信連絡機能等）が確

認できない場合は，代替可能なスペースを有する建物を活用

することにより緊急時対策本部の指揮命令系統を維持する。 

 

 

また，運転員の拠点については，中央制御室が機能してい

る場合は中央制御室とするが，中央制御室が機能していない

場合や火災等により運転員に危険が及ぶおそれがある場合

は，施設の損壊状況及び対応可能な要員等を勘案し緊急時対

策本部が適切な拠点を選定する。 

 

(5) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

ａ．緊急時対策総本部体制の確立 

大規模損壊発生時における緊急時対策総本部の設置に

よる発電所への支援体制は，「技術的能力審査基準1.0」で

整備する支援体制と同様である。 

ｂ．外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における発電所への外部支援体制は，

「技術的能力審査基準1.0」で整備する原子力災害発生時の

外部支援体制と同様である。 
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2.1.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，2.1.2.1 項における大規模損壊

発生時の対応手順にしたがって活動を行うために必要な重

大事故等対処設備及び資機材を配備する。 

大規模損壊発生時における資機材等の配備は，「添付資料

1.0.3 予備品等の確保及び保管場所について」で整備する。 

2.1.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，2.1.2.1項における大規模損壊

発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な重大事

故等対処設備及び資機材を次に示す基本的な考え方に基づ

き配備する。 

 

 

2.1.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，2.1.2.1項における大規模損壊

発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な重大事

故等対処設備及び資機材を次に示す基本的な考え方に基づ

き配備する。 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適

正化 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムヘの対応に必要な設備の配備及び当

該設備の防護の基本的な考え方 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で想定す

る自然現象による影響等に加え，下記の大規模な自然災害

又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響等を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異

なる場所に保管するとともに，設計基準事故対処設備と共

通要因によって同時に必要な機能が損なわれることがな

いよう，次の考え方に基づいて保管する。 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムヘの対応に必要な設備の配備及び当該

設備の防護の基本的な考え方 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で配備す

る設備の基本的な考え方を基に配備し，同等の機能を有す

る設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同

時に機能喪失することのないよう外部事象の影響を受けに

くい場所に保管する。また，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムの共通要因で，

同時に複数の可搬型重大事故等対処設備が機能喪失しない

ように保管場所を分散し，かつ十分離して配備する。 

 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムヘの対応に必要な設備の配備及び当

該設備の防護の基本的な考え方 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で配備す

る設備の基本的な考え方を基に配備し，同等の機能を有す

る設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と

同時に機能喪失することのないよう外部事象の影響を受

けにくい場所に保管する。また，大規模な自然災害又は故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの共通要

因で，同時に複数の可搬型重大事故等対処設備が機能喪失

しないように保管場所を分散しかつ十分離して配備する。 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適

正化 

a. 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動を超

える地震動に対して，地震により生ずる敷地下斜面のす

べり，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地盤支持

力の不足及び地下構造物の損壊等の影響を受けない場

所に保管する。 

ａ．屋外の可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動を超え

る地震動に対して，地震により生ずる敷地下斜面のすべ

り，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地盤支持力

の不足及び地下構造物の損壊等の影響を受けない場所に

保管する。 

 

ａ．屋外の可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動を超

える地震動に対して，地震により生ずる敷地下斜面の

すべり，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地盤

支持力の不足及び地下構造物の損壊等の影響を受けな

い場所に保管する。 

 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備は，基準津波を超える津波

に対して裕度を有する高台に保管する。 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備は，敷地に遡上する津波を超

える津波に対して裕度を有する高台に保管する。 

 

ｂ．２セットある可搬型重大事故等対処設備のうち，少な

くとも１セットは，基準津波を超える津波に対して裕

度を有する高台に保管する。 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，２セ 

ットある可搬型設備の 

うち少なくとも１セッ 

トは高台とする 
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c. 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響

を考慮して，原子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理

建屋から100m以上離隔距離を確保するとともに，当該可

搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の

設計基準対象施設及び常設重大事故等対処設備から

100m 以上の離隔距離を確保した上で，当該建屋及び当

該設備と同時に影響を受けない場所に分散して配備す

る。 

ｃ．屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考

慮して，原子炉建屋等から100m以上離隔距離を確保する

とともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を

代替する屋外の設計基準対象施設及び常設重大事故等対

処設備から100m以上の離隔距離を確保した上で，当該建

屋及び当該設備と同時に影響を受けない場所に分散して

配備する。 

 

 

ｃ．屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響

を考慮して，原子炉建物から100m以上離隔距離を確保

するとともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその

機能を代替する設計基準事故対処設備及び常設重大事

故等対処設備から100m以上の離隔距離を確保した上

で，当該建物及び当該設備と同時に影響を受けない場

所に分散して配備する。 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

プラントの相違によ

る離隔対象設備の相違 

d. 可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して

複数箇所に分散して保管する。原子炉建屋外から電力又

は水を供給する可搬型重大事故等対処設備は，アクセス

ルートを確保した複数の接続口を設ける。 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して複

数箇所に分散して保管する。原子炉建屋外から電力又は

水を供給する可搬型重大事故等対処設備は，アクセスル

ートを確保した複数の接続口を設ける。 

 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して

複数箇所に分散して保管する。原子炉建物外から電力

又は水を供給する可搬型重大事故等対処設備は，アク

セスルートを確保した複数の接続口を設ける。 

 

e. 地震，津波，大規模な火災等の発生に備え，アクセス

ルートを確保するために，速やかに消火及びがれき撤去

ができる資機材を当該事象による影響を受けにくい場

所に保管する。 

ｅ．地震，津波，大規模な火災等の発生に備え，アクセスル

ートを確保するために，速やかに消火及びがれき撤去が

できる資機材を当該事象による影響を受けにくい場所に

保管する。 

 

ｅ．地震，津波，大規模な火災等の発生に備え，アクセス

ルートを確保するために，速やかに消火及びがれき撤

去ができる資機材を当該事象による影響を受けにく

い場所に保管する。 

 

 

 

(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考

え方 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重

大事故等対策で配備する資機材と基本的な考え方に差異

はない。 

資機材は，炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高

線量の環境，大規模な火災の発生した環境を考慮するとと

もに，大規模な自然災害等により外部支援が受けられない

状況を想定し必要な数量を配備する。また，そのような状

況においても使用を期待できるよう，原子炉建屋及びコン

トロール建屋から100m 以上離隔をとった場所に分散して

配備する。必要な資機材には次を含む。 

 

(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考

え方 

 

 

 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重

大事故等対策で配備する資機材の基本的な考え方を基に，

高線量の環境，大規模な火災の発生及び外部支援が受けら

れない状況を想定し配備する。また，そのような状況にお

いても使用を期待できるよう，原子炉建屋から100m以上離

隔をとった場所に分散して配備する。 

 

(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考

え方 

 

 

 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重

大事故等対策で配備する資機材の基本的な考え方を基に，

高線量の環境，大規模な火災の発生及び外部支援が受けら

れない状況を想定し配備する。また，そのような状況にお

いても使用を期待できるよう，原子炉建物から100m以上離

隔をとった場所に，分散して配備する。 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適

正化 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

プラントの相違によ

る離隔対象設備の相違 

a. 全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するために

必要な照明機能を有する資機材を配備する。 

ａ．全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するために必

要な照明機能を有する資機材を配備する。 

ａ．全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するために

必要な照明機能を有する資機材を配備する。 
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b. 地震及び津波のような大規模な自然災害による油タン

ク火災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規模

な航空機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を実施

するために着用する防護具，消火薬剤等の資機材及び大

容量送水車（原子炉建屋放水設備用）や放水砲等の消火

設備を配備する。 

ｂ．地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク

火災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規模な

航空機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を実施す

るために着用する防護具，消火薬剤等の資機材及び可搬

型代替注水大型ポンプ（放水用）や放水砲等の消火設備

を配備する。 

 

ｂ．地震及び津波のような大規模な自然災害による油タン

ク火災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規

模な航空機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を

実施するために着用する防護具，消火薬剤等の資機材

及び大型送水ポンプ車や放水砲等の消火設備を配備す

る。 

 

 

c. 炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環

境下において，事故対応のために着用するマスク，高線

量対応防護服，個人線量計等の必要な資機材を配備す

る。 

ｃ．炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環境

下において，事故対応のために着用する全面マスク，高

線量対応防護服，個人線量計等の必要な資機材を配備す

る。 

 

ｃ．炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環

境下において，事故対応のために着用する全面マスク，

高線量対応防護服，個人線量計等の必要な資機材を配

備する。 

 

 

 ｄ．化学薬品等が流出した場合に備えて，マスク，長靴等の

資機材を配備する。 

 

ｄ．化学薬品等が流出した場合に備えて，マスク，長靴等

の資機材を配備する。 

 

d. 大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合

も事故対応を行うための防護具，線量計，食料等の資機

材を確保する。 

ｅ．大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合も

事故対応を行うための防護具，線量計，食料等の資機材

を確保する。 

 

ｅ．大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合

も事故対応を行うための防護具，線量計，食料等の資

機材を確保する。 

 

 

e. 大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所

外等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため，多

様な複数の通信連絡設備を整備する。また，通常の通信

連絡設備が使用不能な場合を想定した通信連絡設備と

して，衛星電話設備，無線連絡設備，携帯型音声呼出電

話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通

信連絡設備を配備する。 

ｆ．大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所外

等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため，多様

な複数の通信連絡設備を整備する。また，通常の通信連

絡設備が使用不能な場合を想定した通信連絡設備とし

て，衛星電話設備，無線連絡設備，携行型有線通話装置

及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備を配備する。さらに，消火活動専用の通信連絡が可能

な無線連絡設備を配備する。 

ｆ．大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所

外等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため，

多様な複数の通信連絡設備を整備する。また，通常の

通信連絡設備が使用不能な場合を想定した通信連絡設

備として，衛星電話設備，無線通信設備，有線式通信

設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備を配備する。さらに，消火活動専用の通信連

絡が可能な無線通信設備を配備する。 

 

ｇ．大規模損壊に特化した手順に使用する資機材を配備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，大規

模損壊に特化した手順

に使用する資機材を配

備 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

2.1.3 まとめ 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムにより，プラント監視機能の喪失，建屋の損壊に伴

う広範囲な機能の喪失等の大規模な損壊が発生するおそれがあ

る場合又は発生した場合の対応措置として，発電用原子炉施設

内において有効に機能する運転員を含む人的資源，設計基準事

故対処設備，重大事故等対処設備等の物的資源及びその時点で

得られる発電所構内外の情報を活用することにより，様々な事

態において柔軟に対応できる「手順書の整備」，「体制の整

備」及び「設備・資機材の整備」を行う方針とする。 

2.1.3 まとめ 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムにより，プラント監視機能の喪失，建屋の損壊に伴

う広範囲な機能の喪失等の大規模な損壊が発生するおそれがあ

る場合又は発生した場合の対応措置として，発電用原子炉施設

内において有効に機能する当直（運転員）を含む人的資源，設

計基準事故対処設備，重大事故等対処設備等の物的資源及びそ

の時点で得られる発電所構内外の情報を活用することにより，

様々な事態において柔軟に対応できる「手順書の整備」，「体

制の整備」及び「設備・資機材の整備」を行う方針とする。 

 

2.1.3 まとめ 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムにより，プラント監視機能の喪失，建物の損壊に伴

う広範囲な機能の喪失等の大規模な損壊が発生するおそれがあ

る場合又は発生した場合の対応措置として，発電用原子炉施設

内において有効に機能する運転員を含む人的資源，設計基準事

故対処設備，重大事故等対処設備等の物的資源及びその時点で

得られる発電所構内外の情報を活用することにより，様々な事

態において柔軟に対応できる「手順書の整備」，「体制の整

備」及び「設備・資機材の整備」を行う方針とする。 

 

 

 

 

「手順書の整備」においては，大規模な火災の発生に伴う消

火活動を実施する場合及び発電用原子炉施設の状況把握が困難

である場合も考慮し，可搬型重大事故等対処設備による対応を

中心とした多様性及び柔軟性を有するものとして整備する。 

「手順書の整備」においては，大規模な火災の発生に伴う消

火活動を実施する場合及び発電用原子炉施設の状況把握が困難

である場合も考慮し，可搬型重大事故等対処設備による対応を

考慮した多様性及び柔軟性を有するものとして整備する。 

 

「手順書の整備」においては，大規模な火災の発生に伴う消

火活動を実施する場合及び発電用原子炉施設の状況把握が困難

である場合も考慮し，可搬型重大事故等対処設備による対応を

考慮した多様性及び柔軟性を有するものとして整備する。 

 

 

「体制の整備」においては，指揮命令系統が機能しなくなる

等の通常の体制の一部が機能しない場合を考慮した対応体制を

構築するとともに，原子力防災組織の実効性等を確認するた

め，大規模損壊となる種々の想定に対して本部要員が対応方針

を決定し指示を出すまでの図上訓練，緊急時対策要員が必要と

なる力量を習得及び維持するための教育・訓練を実施する。 

「体制の整備」においては，指揮命令系統が機能しなくなる

等の通常の体制の一部が機能しない場合を考慮した対応体制を

構築するとともに，原子力防災組織の実効性等を確認するた

め，大規模損壊となる種々の想定に対して本部要員が対応方針

を決定し指示を出すまでの図上訓練，災害対策要員が必要とな

る力量を習得及び維持するための教育・訓練を実施する。 

 

「体制の整備」においては，指揮命令系統が機能しなくなる

等の通常の体制の一部が機能しない場合を考慮した対応体制を

構築するとともに，原子力防災組織の実効性等を確認するた

め，大規模損壊となる種々の想定に対して本部要員が対応方針

を決定し指示を出すまでの図上訓練，緊急時対策要員が必要と

なる力量を習得及び維持するための教育・訓練を実施する。 

 

 

「設備・資機材の整備」においては，可搬型重大事故等対処

設備は，同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重

大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう，発電

所の敷地特性を活かし，構内の高台に分散配置するとともに，

原子炉建屋から離隔距離を置いて配備する。 

「設備・資機材の整備」においては，可搬型重大事故等対処

設備は，同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重

大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないように，発

電所の敷地特性を活かし，構内の高台に分散配置するととも

に，原子炉建屋等から離隔距離を置いて配備する。 

 

「設備・資機材の整備」においては，可搬型重大事故等対処

設備は，同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重

大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう，発電

所の敷地特性を活かし，２セットある可搬型重大事故等対処設

備のうち少なくとも１セットは構内の高台に分散配置するとと

もに，原子炉建物から離隔距離を置いて配備する。 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，２セ 

ットある可搬型設備の 

うち少なくとも１セッ 

トは高台とする 

大規模損壊への対応として整備する「手順書」，「体制」及

び「設備・資機材」については，今後とも新たな知見や教育・

訓練の結果を取り入れることで，継続的に改善を図っていく。 

大規模損壊への対応として整備する「手順書」，「体制」及

び「設備・資機材」については，今後とも新たな知見や教育・

訓練の結果を取り入れることで，継続的に改善を図っていく。 

大規模損壊への対応として整備する「手順書」，「体制」及

び「設備・資機材」については，今後とも新たな知見や教育・

訓練の結果を取り入れることで，継続的に改善を図っていく。 
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まとめ資料比較表 〔技術的能力 2.1 可搬型設備等による対応 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

添付資料2.1.1 

 

大規模損壊を発生させる可能性のある大規模な自然現象の 

抽出プロセスについて 

 

 

 

 

 

１． 外部事象の収集 

柏崎刈羽原子力発電所での設計上考慮すべき事象の選定に当た

っては，安全性の観点から考慮すべき外部現象を幅広く検討する

ために，以下の資料を参考に網羅的に自然現象55 事象（表1 参照）

の収集を行った。 

類似・随伴事象の観点から前述の収集事象を整理した結果，自

然現象44事象（表2 参照）を選定した。 

 

a. 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備

の基準に関する規則の解釈」（制定 平成25 年6 月19 日 原

規技発第1306193 号原子力規制委員会決定） 

b. 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則の解釈」（制定 平成25 年6 月19 日 原規技発第1306194 号 

原子力規制委員会決定） 

c. NUREG/CR-2300 “PRA Procedures Guide”, NRC, January 1983 

 

 

 

d. Specific Safety Guide (SSG-3) “ Development and 

Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment 

for Nuclear Power Plants”, IAEA, April 2010 

さらに，日本の自然現象における実例（資料e）や，米国の原子

力発電設備の維持基準に引用されている米国機械学会の規格（資

料f），また，関連して，FLEX や大規模損壊事象を取り上げてい

る米国NEI のガイド(資料g,h)で取り上げられている事象を収集

することによって，網羅性を確保した。 

e. 「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998 年 

 

添付資料 2.1.1 

 

大規模損壊を発生させる可能性のある大規模な自然災害の 

抽出プロセスについて 

 

国内外の基準等で示されている外部ハザードを収集し，海外文

献の考え方を参考にした選定基準に基づき，東海第二発電所にお

いて大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害を抽出した。 

 

(1) 外部ハザードの収集 

 自然災害の選定に当たっては，以下の資料を参考に網羅的に事

象を収集した。自然現象を整理した結果を第 1表に示す。 

 

 

 

 

 

① DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) 

IMPLEMENTATION GUIDE (NEI-12-06 August 2012) 

 

②「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998年 

 

 

③ Specific Safety Guide (SSG-3)“Development and 

Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment 

for Nuclear Power Plants”, IAEA, April 2010 

 

④「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則の解釈」（制定：平成 25年 6月 19 日） 

 

 

 

 

 

 

⑤NUREG/CR-2300“PRA PROCEDURES GUIDE”,NRC, January 1983 

 

添付資料 2.1.1 

 

大規模損壊を発生させる可能性のある大規模な自然現象の 

抽出プロセスについて 

 

 

 

 

 

1．外部事象の収集 

 島根原子力発電所での設計上考慮すべき事象の選定に当たって

は，安全性の観点から考慮すべき外部事象を幅広く検討するため

に，以下の資料を参考に網羅的に自然現象 55事象（第１表参照）

の収集を行った。 

 

 

 

①  Specific Safety Guide No.SSG-3 “ Development and 

Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment 

for Nuclear Power Plants”，IAEA，April 2010 

②  NEI-12-06[Rev.0] “ DIVERSE AND FLEXIBLE COPING 

STRATEGIES(FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE”，NEI，August 2012 

 

③ 「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998年 4月 

 

 

 

④ NUREG/CR-2300“PRA PROCEDURES GUIDE”，NRC，January 1983 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ASME/ANS RA-Sa-2009“Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 

Standard for Level 1/Large Early Release Frequency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

収集した自然現象 55

事象を類似性・随伴性か

ら 42 事象に整理して評

価しているが，島根２号

炉は自然現象 55 事象そ

のまま評価を実施して

いる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

f. ASME/ANS RA-S-2008 “Standard for Level 1/Large Early 

Release Frequency probabilistic Risk Assessment for 

Nuclear Power Plant Applications” 

g. DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES(FLEX) 

IMPLEMENTATION GUIDE(NEI-12-06 August2012) 

 

 

h. B.5.b Phase2 ＆  3 Submittal Guideline(NEI-06-12 

December 2006)-2011.5 NRC 公表 

 

 

 

⑥「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25年 6月 19日） 

 

⑦ASME／ANS RA-Sa-2009 “Addenda to ASME／ANS RA-S-2008 

Standard for Level 1／ Large Early Release Frequency 

Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant 

Applications” 

⑧B.5.b Phase2&3 Submittal Guideline (NEI-06-12 December 

2006) -2011.5 NRC公表 

⑨「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施

基準：2014」一般社団法人 日本原子力学会 

Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant 

Applications”，ASME/ANS，February 2009 

⑥ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25年 6月 19日） 

 

⑦ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則の解釈」（制定：平成 25年 6月 19日） 

 

 

⑧ NEI-06-12“B.5.b Phase2&3 Submittal Guideline”，NEI，

December 2006 -2011.5 NRC 公表 

⑨ 「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実

施基準：2014」一般社団法人 日本原子力学会 2014 年 12

月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は新たに

発行された資料を追加 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１ 文献より収集した自然現象（1/2） 

 

 

※ 「○」は外部事象を収集した文献を示す。 

 

第 1表 外部ハザードの抽出（自然現象）（1／2） 

 丸数字は，外部ハザードを抽出した文献を示す。 

 

第１表 文献より収集した自然現象（１／２） 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は新たに

発行された資料を追加 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

表1 文献より収集した自然現象（2/2） 

 

 
※ 「○」は外部事象を収集した文献を示す。 

 

 

第 1表 外部ハザードの抽出（自然現象）（2／2） 

 丸数字は，外部ハザードを抽出した文献を示す。 

 

 

第１表 文献より収集した自然現象（２／２） 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は新たに

発行された資料を追加 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

表2 自然現象の整理(1/2) 

 

※（ ）内の番号は「表1 文献より収集した自然現象」における番

号 

 

   

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 収集した自然現象 55

事象を類似性・随伴性か

ら 42 事象に整理して評

価しているが，島根２号

炉は自然現象 55 事象そ

のまま評価を実施して

いる 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

表2 自然現象の整理(2/2) 

 

※（ ）内の番号は「表1 文献より収集した自然現象」における番

号 

 

   

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

収集した自然現象 55

事象を類似性・随伴性か

ら 42 事象に整理して評

価しているが，島根２号

炉は自然現象 55 事象そ

のまま評価を実施して

いる 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

(1)各事象の影響度評価と選定 

各自然現象について，想定される発電所への影響（損傷・機能

喪失モード）を踏まえ，設計基準を超えるような非常に苛酷な状

況を想定した場合に考え得る起因事象について評価し，その結果

から特にプラントの安全性に影響を与える可能性がある事象を選

定した。（表3 参照。） 

選定に当たっては，そもそも柏崎刈羽原子力発電所において発

生する可能性があるか，非常に苛酷な状況を想定した場合，プラ

ントの安全性が損なわれる可能性があるか，影響度の大きさから

代表事象による評価が可能かといった観点で確認した。 

 

(2)選定結果 

上記評価の結果，苛酷な状況となる可能性がある事象であって，

影響の程度評価を行うべき外部事象を以下のとおり選定した。 

 

 

・地震 

・津波 

・地震と津波の重畳 

 

 

 

 

・風（台風） 

・竜巻 

・低温（凍結） 

・降水 

・積雪 

・落雷 

 

・火山 

 

・隕石 

 

(2) 各事象の影響度評価 

 各自然現象について，想定される発電用原子炉施設への影響（損

傷・機能喪失モード）を踏まえ，非常に過酷な状況を想定した場

合に考え得る起因事象について評価を行った。評価結果を第 2 表

に示す。 

 

 

 

 

 

 

(3) 選定結果 

 (2)の各事象の影響度評価から，特にプラントの安全性に影響を

与える可能性がある事象を下記のとおり選定した。 

 

【自然現象】 

・地震 

・津波 

 

 

 

 

 

 

・竜巻 

・凍結 

 

・積雪 

・落雷 

 

・火山の影響 

・森林火災 

・隕石 

(1)各事象の影響度評価と選定 

 各自然現象について，想定される発電所への影響（損傷・機能

喪失モード）を踏まえ，設計基準を超えるような非常に過酷な状

況を想定した場合に考え得る起因事象について評価し，その結果

から特にプラントの安全性に影響を与える可能性がある事象を選

定した（第２表参照）。 

 選定に当たっては，そもそも島根原子力発電所において発生す

る可能性があるか，非常に過酷な状況を想定した場合，プラント

の安全性が損なわれる可能性があるか，影響度の大きさから代表

事象による評価が可能かといった観点で確認した。 

 

(2)選定結果 

 上記評価の結果，過酷な状況となる可能性がある事象であって，

影響の程度評価を行うべき外部事象を以下のとおり選定した。 

 

 

・地震 

・津波 

・地震と津波の重畳 

 

 

 

 

 

・竜巻 

・凍結 

 

・積雪 

・落雷 

・地滑り（土石流） 

・火山の影響 

・森林火災 

・隕石 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，地震と

津波の重畳を記載 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の設計方

針は以下のとおり。 

風（台風）は，竜巻に

包含される事象として

整理（第２表Ｎｏ．１） 

降水は，設備に対する

影響は大きくないと整

理（第２表Ｎｏ．６） 

森林火災は，防火帯外

の送電線が火災により

損傷すると想定（第２表

Ｎｏ．４１） 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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島根２号炉は，発電所

敷地内に土石流が発生

するおそれがあること

から，影響の程度評価を

行うべき外部事象とし

て選定（第２表Ｎｏ．５

０） 
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）
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14
）
 

 

第
２
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対
象
自
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評
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結
果
（
１
／
１
５
）
 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 立地条件を踏まえて

評価した結果による相

違 
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・評価結果の相違 
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評価した結果による相

違 
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添付資料2.1.7 

 

設計基準を超える竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

竜巻事象により設備等に発生する可能性のある影響について，

国外の評価事例，国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 

③ 風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷

重による建屋や設備等の損傷 

④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水

口閉塞 

⑤ 竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化 

 

 

添付資料 2.1.2 

 

竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

 竜巻事象により設備等に発生する可能性のある影響について，

国外の評価事例，国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

 ① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

 ② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 

 ③ 風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた

荷重による建屋や設備等の損傷 

 ④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水

口閉塞 

 

 

添付資料 2.1.2 

 

設計基準を超える竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機

能喪失モードの抽出 

 竜巻事象により設備等に発生する可能性のある事象について，

国外の評価事例，国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

 ①風荷重及び気圧差荷重による建物や設備等の損傷 

 ②飛来物の衝撃荷重による建物や設備等の損傷 

 ③風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷

重による建物や設備等の損傷 

 ④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口

閉塞 

 ⑤竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，アクセ

ス性や作業性への影響

を記載 
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(2) 評価対象設備の選定 

(1)項で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける可

能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響を

及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

具体的には，以下に示す建屋及び屋外設置の設備等を評価対象

設備として選定した。ただし，屋内設備については，飛来物の建

屋外壁貫通を考慮すると屋内設備に影響が及ぶ可能性が考えられ

るが，個別機器としては特定せず，地上１階以上かつ原子炉格納

容器外の機器については破損を前提とする。 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋，コントロール建屋，タービン建屋，廃棄物処理建 

 屋 

＜屋外設備＞ 

・送変電設備，軽油タンク，非常用ディーゼル発電設備燃料移送 

 系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 評価対象設備の選定 

 (1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける可能

性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響を及

ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 具体的には，以下に示す建屋，屋外及び屋内設置の設備等を評

価対象設備として選定した。ただし，屋内設備については，飛来

物の建屋外壁貫通を考慮すると屋内設備に影響が及ぶ可能性が考

えられるため，飛来物が直接衝突する壁は損傷し，そのひとつ内

側の壁との間に設置されている設備等を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋（原子炉棟，付属棟） 

・タービン建屋 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・外部電源系（超高圧開閉所，特別高圧開閉所，変圧器，送電線） 

 

・主排気筒 

・非常用ガス処理系 

・復水貯蔵タンク 

・非常用ディーゼル発電機等の付属設備（排気ファン，吸気口等） 

・残留熱除去系海水系 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

・非常用ディーゼル発電機用海水系 

・補機冷却系海水系 

・循環水系 

 

＜屋内設備＞ 

 

・中央制御室換気系 

(2) 評価対象設備の選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける

可能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響

を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 具体的には，以下に示す建物及び屋外設置の設備等を評価対象

として選定した。ただし，屋内設備については，飛来物の建物外

壁貫通を考慮すると屋内設備に影響が及ぶ可能性が考えられるた

め，飛来物が直接衝突する壁は損傷し，その一つ内側の壁との間

に設置されている設備等を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

①風荷重及び気圧差荷重による建物や設備等の損傷 

＜建物＞ 

・原子炉建物 

・タービン建物 

・廃棄物処理建物 

・制御室建物 

 

＜屋外設備＞ 

・送受電設備 

・非常用ディーゼル発電設備のうち燃料移送ポンプ 

・排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。） 

 

・復水貯蔵タンク 

 

・原子炉補機海水ポンプ 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 

・タービン補機海水ポンプ 

・循環水ポンプ 

 

＜屋内設備＞ 

・非常用ディーゼル発電機室空調換気設備 

・中央制御室空調換気設備 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は飛来物

が壁を貫通した際の損

傷範囲を限定したうえ

で，他事象と同様に，評

価対象とする設備を特

定し評価を実施 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

 添 2.1.2－③の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，島根２

号炉は，非常用ディーゼ

ル発電機の発電機ファ

ン，吸気口等は外部に露

出していないため，＜屋

内設備＞で評価 
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② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋（原子炉棟，付属棟） 

・タービン建屋 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・外部電源系（超高圧開閉所，特別高圧開閉所，変圧器，送電線） 

 

・主排気筒 

・非常用ガス処理系 

・復水貯蔵タンク 

・非常用ディーゼル発電機等の付属設備（排気ファン，吸気口等） 

・残留熱除去系海水系 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

・非常用ディーゼル発電機用海水系 

・補機冷却系海水系 

・循環水系 

 

＜屋内設備＞ 

・原子炉補機冷却系サージタンク 

・原子炉建屋ガス処理系 

・ほう酸水注入系 

 

 

 

 

・可燃性ガス濃度制御系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②飛来物の衝撃荷重による建物や設備等の損傷 

＜建物＞ 

・原子炉建物 

・タービン建物 

・廃棄物処理建物 

・制御室建物 

 

＜屋外設備＞ 

・送受電設備 

・非常用ディーゼル発電設備のうち燃料移送ポンプ 

・排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。） 

 

・復水貯蔵タンク 

 

・原子炉補機海水ポンプ 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 

・タービン補機海水ポンプ 

・循環水ポンプ 

 

＜屋内設備＞ 

・原子炉補機冷却系サージタンク 

・原子炉補機冷却水ポンプ，熱交換器 

 

 

 

 

 

・可燃性ガス濃度制御系 

・非常用ディーゼル発電機室空調換気設備 

 

 

 

 

 

・中央制御室 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

 添 2.1.2－③の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，非常用

ディーゼル発電機室空

調換気設備は＜屋内設

備＞として整理 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉のほう酸

水注入ポンプは壁２枚

以上ある区画に設置 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，非常用デ

ィーゼル発電機等の付

属設備は＜屋外設備＞

として整理 

・設置場所の相違 

【東海第二】 
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・中央制御室換気系 

・原子炉建屋給排気隔離弁 

・気体廃棄物処理施設 

・タービン補機冷却系サージタンク 

・タービン及び発電機 

・原子炉補機冷却系及びタービン補機冷却系熱交換器，ポンプ 

・主蒸気管（主蒸気隔離弁以降の配管） 

 

③ 風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷

重による建屋や設備等の損傷 

・①及び②にて選定した設備等 

 

④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口

閉塞 

・取水口 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室空調換気設備 

・原子炉建物給排気隔離弁 

・気体廃棄物処理設備 

・タービン補機冷却系サージタンク 

・タービン及び発電機 

 

・主蒸気管（主蒸気隔離弁以降の配管） 

 

③風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重

による建物や設備等の損傷 

・①及び②にて選定した建物や設備等 

 

④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口閉

塞 

・取水口 

 

⑤竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化 

 －（アクセスルート） 

 

 

 添 2.1.2－③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，アクセ

ス性や作業性への影響

を記載 
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(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

(1)項で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，(2)項で選定し

た評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリオ

を選定した。 

シナリオの作成に関しては，「原子力発電所の地震を起因とし

た確率論的安全評価に関する実施基準：2007」（(社)日本原子力

学会）及び地震PRA の結果から，地震により発生する起因事象を

参照し，竜巻での発生可能性のある起因事象となり得るシナリオ

について検討した。 

竜巻の影響としては，飛来物の建屋外壁貫通が考えられるもの

の，原子炉建屋等の大規模破損に至ることは考えられないこと，

さらには原子炉格納容器及び原子炉格納容器内の設備まで影響を

及ぼすことは考えられないことから，地震PRA にて考慮している

起因事象のうち，原子炉格納容器の破損，原子炉圧力容器の破損，

LOCA 事象といった建屋・構造物の破損については除外した。 

(1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードごとに，(2)項で選定

した評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリ

オを選定した。 

 

① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

建屋及び屋内外設備に対する風荷重及び気圧差荷重により発生

可能性のあるシナリオは以下のとおり。 

＜建屋＞ 

○原子炉建屋 

竜巻の最大風速については，年超過確率評価上，10-7 となる風

速は90m/s 程度となるが，原子炉建屋については十分な厚さを有

した鉄筋コンクリート造であり，風荷重よりも大きい地震荷重に

対して設計されていることから，この程度の極めて発生すること

が稀な風荷重に対しても建屋の頑健性は維持されると考えられ

る。また，風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合であっても，

風荷重と気圧差荷重を組み合わせた荷重は，原子炉建屋設計時の

地震荷重よりも小さいため建屋の頑健性は維持されると考えられ

る。ただし，ブローアウトパネルは，建屋内外の差圧により開放

する。 

 

 

○コントロール建屋及び廃棄物処理建屋 

原子炉建屋同様，コントロール建屋及び廃棄物処理建屋は十分

(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)で選定し

た評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリオ

を選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

 

 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋 

 原子炉建屋（原子炉棟，付属棟）は十分な厚さを有した鉄筋コ

ンクリート造であり，風荷重よりも大きい地震荷重に対して設計

されていることから，極めて発生することが稀な設計基準を超え

る風荷重を想定しても建屋の頑健性は維持されると考えるため，

シナリオの選定は不要である。 

 また，風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合であっても，

風荷重と気圧差荷重を組み合わせた荷重は，原子炉建屋設計時の

地震荷重よりも小さく，建屋の頑健性は維持されると考えるため，

シナリオの選定は不要である。 

 ただし，原子炉建屋外側ブローアウトパネルは建屋内外の差圧

による開放に至る場合に「計画外停止」に至るシナリオを選定す

る。 

 

 

(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)項で選

定した評価対象設備への影響を検討のうえ，発生可能性のあるシ

ナリオを選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①風荷重及び気圧差荷重による建物や設備等の損傷 

 建物及び屋内外設備に対する風荷重及び気圧差荷重により発生

可能性のあるシナリオは以下のとおり。 

＜建物＞ 

○原子炉建物 

 原子炉建物は十分な厚さを有した鉄筋コンクリート造であり，

風荷重よりも大きい地震荷重に対して設計されていることから，

極めて発生することが稀な設計基準を超える風荷重を想定しても

建物の頑健性は維持されると考えられることからシナリオの選定

は不要である。 

 また，風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合であっても，

風荷重と気圧差荷重を組み合わせた荷重は，原子炉建物設計時の

地震荷重よりも小さく，建物の頑健性は維持されると考えられる

ことからシナリオの選定は不要である。 

 ただし，ブローアウトパネルは，建物内外の差圧による開放に

至る場合に手動停止に至るシナリオを選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は他事象

と同様に評価対象設備

を選定し，個々の設備に

対する評価を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－①の相違 
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な厚さを有した鉄筋コンクリート造であり，風荷重よりも大きい

地震荷重に対して設計されていることから，この程度の極めて発

生することが稀な風荷重に対しても建屋の頑健性は維持されると

考えられる。また，風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合で

あっても，風荷重と気圧差荷重を組み合わせた荷重は，コントロ

ール建屋及び廃棄物処理建屋設計時の地震荷重よりも小さいため

建屋の頑健性は維持されると考えられる。 

 

 

 

○タービン建屋 

竜巻の最大風速については，年超過確率評価上，10-7 となる風

速は90m/s 程度となり，タービン建屋はこの程度の風荷重及び気

圧差荷重で損傷に至ることはないが，建屋上層部が鉄骨造のため，

仮にこれを上回る風荷重及び気圧差荷重が生じた場合には破損に

至る可能性が高いと考えられる。その場合の影響範囲としては，

タービンや発電機が想定され，シナリオとしてはタービントリッ

プが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・タービン建屋 

 タービン建屋については，建屋上層部は鉄骨造である。万が一，

風荷重及び気圧差荷重による破損に至るような場合に，建屋最上

階に設置しているタービンや発電機に影響が及び，「非隔離事象」

に至るシナリオ 

 また，タービン補機冷却系サージタンクに影響が及び，「タービ

ン・サポート系故障」に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○タービン建物 

 タービン建物上層部が風荷重及び気圧差荷重により破損に至る

場合は，影響としてタービンや発電機の破損が想定され，非隔離

事象に至るシナリオ。 

 

 また，タービン補機冷却系サージタンクに影響が及び，タービ

ン・サポート系故障に至るシナリオ。 

 

○廃棄物処理建物 

 原子炉建物同様，廃棄物処理建物は十分な厚さを有した鉄筋コ

ンクリート造であり，風荷重よりも大きい地震荷重に対して設計

されていることから，極めて発生することが稀な設計基準を超え

る風荷重を想定しても建物の頑健性は維持されると考えられるこ

とからシナリオの選定は不要である。また，風荷重に加えて気圧

差荷重が作用した場合であっても同様と考えられることからシナ

リオの選定は不要である。 

 

○制御室建物 

 制御室建物は周囲をより高い建物で囲まれているため，直接風

荷重及び気圧差荷重が作用することは考えられないことからシナ

リオの選定は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－①の相違 

 

 

 

 

・記載場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 は廃棄物処

理建屋についてコント

ロール建屋と合わせて

記載をしているが，評価

内容は同様 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

 添 2.1.2－③の相違 

・設置場所及び記載場所

の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の制御室

建物は建物に囲まれて

いるため荷重影響を受

けないと評価。それに伴

い廃棄物処理建物につ

いては，別途以下に記載 

・設置場所の相違 
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＜屋外設備＞ 

○送変電設備 

風荷重により送変電設備が損傷した場合，外部電源が喪失する。 

 

 

○軽油タンク，非常用ディーゼル発電設備燃料移送系（以下「軽

油タンク等」という。） 

 

竜巻の最大風速については，年超過確率評価上，10-7 となる風

速は90m/s 程度となるが，この程度の風荷重に対しても軽油タン

ク等が損傷に至ることはないものの，仮にこれを上回る風荷重に

対し軽油タンク等が損傷した場合で，かつ送変電設備の損傷によ

り外部電源喪失に至っているとすると，非常用ディーゼル発電設

備（燃料ディタンク）の燃料枯渇により全交流動力電源喪失に至

るシナリオが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・外部電源系（超高圧開閉所，特別高圧開閉所，変圧器，送電線） 

 風荷重及び気圧差荷重により超高圧開閉所，特別高圧開閉所，

変圧器又は送電線に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主排気筒 

 主排気筒は風荷重に対して裕度を持った設計がなされているこ

とから，発生することが極めて稀な設計基準を超える風荷重を想

定しても主排気筒の頑健性は維持されると考えるため，シナリオ

の選定は不要である。 

・非常用ガス処理系 

 非常用ガス処理系排気筒及び配管は風荷重に対して裕度を持っ

た設計がなされていることから，発生することが極めて稀な設計

基準を超える風荷重を想定しても非常用ガス処理系排気筒及び配

管の頑健性は維持されると考えるため，シナリオの選定は不要で

ある。 

・復水貯蔵タンク 

 風荷重及び気圧差荷重により復水貯蔵タンクが損傷した場合，

補給水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリオ 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器 

 風荷重により非常用ディーゼル発電機等の付属機器が損傷した

場合，非常用ディーゼル発電機等の機能喪失，仮に外部電源喪失

の同時発生を想定した場合，「全交流動力電源喪失」に至るシナリ

オ 

 

・残留熱除去系海水系 

 

 

＜屋外設備＞ 

○送受電設備 

 送受電設備が風荷重により損傷した場合に，外部電源喪失に至

るシナリオ。 

 

○非常用ディーゼル発電設備のうち燃料移送ポンプ 

 

 

 燃料移送ポンプが気圧差荷重により損傷し，非常用ディーゼル

発電設備が燃料枯渇により機能喪失した場合に，上記の外部電源

喪失の同時発生を想定した場合，全交流動力電源喪失に至るシナ

リオ。 

 

 

 

○排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。） 

 排気筒及び非常用ガス処理系配管が風荷重により損傷した場合

に，手動停止に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○復水貯蔵タンク 

 復水貯蔵タンクが風荷重及び気圧差荷重により損傷した場合

に，復水輸送系の喪失により，手動停止に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

○原子炉補機海水ポンプ 

【東海第二】 

 添 2.1.2－③の相違 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－④の相違 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－①の相違 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，排気筒

と非常用ガス処理系配

管をまとめて記載 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，評価対

象設備として，排気筒と

非常用ガス処理系配管

を想定 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，非常用

ディーゼル発電機室空

調換気設備は＜屋内設

備＞として整理 

・設置場所の相違 
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＜屋内設備＞ 

・ タービン建屋上層部が風荷重及び気圧差荷重により破損に至っ

た場合，タービンや発電機への影響が想定され，シナリオとし

てはタービントリップが考えられる。 

 

 

 

・ 非常用電気品区域換気空調設備は，原子炉建屋内に設置されて

おり風荷重の影響を直接受けないが，気圧差荷重によりダクト，

ファン，ダンパ等の損傷が考えられる。それらの設備の損傷に

より，非常用ディーゼル発電機室の換気が困難になった場合，

非常用ディーゼル発電機室温度の上昇に伴い，非常用ディーゼ

ル発電機が機能喪失，交流動力電源喪失に至るシナリオが考え

られる。また，その状況下において，送変電設備の損傷により

外部電源喪失にも至っているとすると，全交流動力電源喪失と

なる。 

 

・ 中央制御室換気空調設備は，コントロール建屋に設置されてお

 風荷重により残留熱除去系海水系が損傷した場合，残留熱除去

系海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナ

リオ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

 風荷重により高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系が

損傷した場合，高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停

止」に至るシナリオ 

・非常用ディーゼル発電機用海水系 

 風荷重により非常用ディーゼル発電機用海水系が損傷した場

合，非常用ディーゼル発電機の機能喪失，仮に外部電源喪失及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系の機能喪失の同時

発生を想定した場合，「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ 

・補機冷却系海水系 

 風荷重により補機冷却系海水系が損傷した場合，タービン補機

冷却系喪失による「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ 

 

・循環水系 

 風荷重により循環水系が損傷した場合，復水器真空度喪失によ

る「隔離事象」に至るシナリオ 

 

＜屋内設備＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中央制御室換気系は，原子炉建屋付属棟内に設置されており風

 原子炉補機海水ポンプが気圧差荷重により損傷した場合に，原

子炉補機冷却系が喪失し，補機冷却系喪失に至るシナリオ。 

 

○高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 高圧炉心スプレイ補機海水ポンプが気圧差荷重により損傷した

場合に，高圧炉心スプレイ系が喪失し，手動停止に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

○タービン補機海水ポンプ 

 タービン補機海水ポンプが気圧差荷重により損傷した場合に，

タービン補機冷却系が喪失し，タービン・サポート系故障に至る

シナリオ。 

○循環水ポンプ 

 循環水ポンプが風荷重により損傷した場合に，復水器真空度低

により隔離事象に至るシナリオ。 

 

＜屋内設備＞ 

 

 

 

 

 

○非常用ディーゼル発電機室空調換気設備 

 非常用ディーゼル発電機室空調換気設備は，原子炉建物内に設

置されており風荷重の影響を直接受けないが，気圧差荷重により

ダクト，ファン，ダンパ等の損傷が考えられる。それらの設備の

損傷により，非常用ディーゼル発電機室の換気が困難になった場

合，非常用ディーゼル発電機室温度の上昇に伴い，非常用ディー

ゼル発電設備が機能喪失し，さらに上記の送受電設備損傷による

外部電源喪失の同時発生を想定した場合，全交流動力電源喪失に

至るシナリオ。 

 

○中央制御室空調換気設備 

 中央制御室空調換気設備は，廃棄物処理建物内に設置されてお

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，タービ

ン建物の破損は＜建物

＞に整理 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，非常用デ

ィーゼル発電機等の付

属機器は＜屋外設備＞

として整理 
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り，気圧差荷重によりダクト，ファン，ダンパ等への影響が考

えられる。それら設備の損傷により中央制御室の換気が困難に

なった場合，中央制御室内の温度が上昇するが，即，中央制御

室内の機器へ影響が及ぶことはなく，また，竜巻の影響は一時

的であり竜巻襲来後の対応は十分可能であるため計測・制御系

喪失により制御不能に至るシナリオは考慮不要とする。 

 

 

 

② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 

建屋及び建屋内外設備に対する飛来物の衝撃荷重により発生可

能性のあるシナリオは以下のとおり。 

 

＜建屋＞ 

○原子炉建屋，コントロール建屋，タービン建屋 

飛来物が建屋外壁を貫通することにより，屋内設備に波及的影

響を及ぼすことが考えられるが，発生可能性のあるシナリオにつ

いては，後述の屋内設備で考慮することとする。 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

○送変電設備 

風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様。 

○軽油タンク，非常用ディーゼル発電設備燃料移送系 

風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷重の影響を受けないが，気圧差荷重によりダクト，ファン，ダ

ンパ等の損傷が考えられる。中央制御室換気系が損傷した場合，

中央制御室換気系が機能喪失し，「計画外停止」に至るシナリオ 

 なお，それらの設備の損傷により中央制御室の換気が困難にな

った場合，中央制御室の温度が上昇するが，即，中央制御室の機

器へ影響が及ぶことはなく，また，竜巻の影響は瞬時であり，竜

巻襲来後の対応は十分可能であるため計測・制御系喪失により制

御不能に至るシナリオの選定は不要である。 

 

② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 

 建屋及び屋内外設備に対する飛来物の衝撃荷重により発生可能

性のあるシナリオは以下のとおり。 

 

＜建屋＞ 

 

 飛来物が建屋外壁を貫通することにより，屋内設備に波及的影

響を及ぼすことが考えられるが，発生可能性のあるシナリオにつ

いては，＜屋内設備＞で選定する。 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・外部電源系（超高圧開閉所，特別高圧開閉所，変圧器，送電線） 

 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

 

 

・主排気筒 

 飛来物の衝撃荷重により主排気筒が損傷した場合，「隔離事象」

に至るシナリオ 

・非常用ガス処理系 

 飛来物の衝撃荷重により非常用ガス処理系排気筒及び配管が損

傷した場合，「計画外停止」に至るシナリオ 

・復水貯蔵タンク 

 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器 

 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

 

 

り風荷重の影響を直接受けないが，気圧差荷重によりダクト，フ

ァン，ダンパ等の損傷が考えられる。それらの設備の損傷により

中央制御室の換気が困難になった場合，中央制御室内の温度が上

昇するが，即，中央制御室内の機器へ影響が及ぶことはなく，ま

た，竜巻の影響は一時的であり竜巻襲来後の対応は十分可能であ

るため計装・制御系喪失に至るシナリオは考慮不要とする。 

 

 

 

②飛来物の衝撃荷重による建物や設備等の損傷 

 建物及び建物内外設備に対する飛来物の衝撃荷重により発生す

る可能性のあるシナリオは以下のとおり。 

 

＜建物＞ 

○原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物 

 飛来物が建物外壁を貫通することにより，屋内設備に波及的影

響を及ぼすことが考えられるが，発生可能性のあるシナリオにつ

いては，後述の＜屋内設備＞で考慮することとする。 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

○送受電設備 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

○非常用ディーゼル発電設備のうち燃料移送ポンプ 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

○排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。） 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

 

 

 

 

○復水貯蔵タンク 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は中央制

御室空調換気設備が廃

棄物処理建物内に設置

されているため，評価対

象 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，非常用

ディーゼル発電機室空
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＜屋内設備＞ 

 

・ 原子炉建屋最上階に設置している原子炉補機冷却系のサージタ

ンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して全数機能喪失した場

合，原子炉補機冷却系が喪失し，最終ヒートシンク喪失に至る可

能性がある。原子炉補機冷却系のサージタンクは，多重化されて

いることに加えて分散配置されているため原子炉補機冷却系のサ

ージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して全数機能喪失

する確率は極低頻度であること，さらには，竜巻の襲来確率が極

低頻度であることを考慮すると，原子炉補機冷却系が喪失するの

は年超過確率10-7 より小さくなることから，最終ヒートシンク喪

失に至るシナリオは考慮不要とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系海水系 

 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

・非常用ディーゼル発電機用海水系 

 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

・補機冷却系海水系 

 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

・循環水系 

 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

 

＜屋内設備＞ 

 

 原子炉建屋原子炉棟に設置している原子炉補機冷却系サージタ

ンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合，

「隔離事象」に至るシナリオ，原子炉建屋ガス処理系に建屋外壁

を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合，「計画外停止」に

至るシナリオ，ほう酸水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝

突して機能喪失した場合，「計画外停止」に至るシナリオ，可燃性

ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失

した場合，「計画外停止」に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○原子炉補機海水ポンプ 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

○高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

 

 

○タービン補機海水ポンプ 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

○循環水ポンプ 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

 

＜屋内設備＞ 

○原子炉補機冷却水サージタンク 

 原子炉建物に設置している原子炉補機冷却水サージタンクに建

物外壁を貫通した飛来物が衝突した場合に，原子炉補機冷却水系

が機能喪失し，補機冷却系喪失に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

○原子炉補機冷却水ポンプ，熱交換器 

 原子炉建物に設置している原子炉補機冷却水ポンプ又は熱交換

器に建物外壁を貫通した飛来物が衝突した場合に，原子炉補機冷

却水系が機能喪失し，補機冷却系喪失に至るシナリオが考えられ

るが，原子炉補機冷却水ポンプ及び熱交換器は多重化されている

ことに加え分散配置が図られているため，同時に２系統が機能喪

失する可能性は低いことから，補機冷却系喪失に至るシナリオは

考慮不要とする。 

○可燃性ガス濃度制御系 

 原子炉建物に設置している可燃性ガス濃度制御系に建物外壁を

貫通した飛来物が衝突した場合に，手動停止に至るシナリオ。 

 

 

調換気設備は＜屋内設

備＞として整理 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

補機冷却水サージタン

クは影響を受けるおそ

れがあるものと想定 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の原子炉

補機冷却水ポンプは地

上設置のため，評価対象 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の可燃性

ガス濃度制御系は建物

外壁１枚の場所に設置
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・ 原子炉建屋3 階に設置している非常用ディーゼル発電設備燃料

ディタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して全数機能喪失

した場合で，かつ送変電設備の損傷により外部電源喪失に至って

いるとすると，非常用ディーゼル発電設備（燃料ディタンク）の

燃料枯渇により全交流動力電源喪失に至るシナリオが考えられる

が，原子炉建屋3 階の非常用ディーゼル発電設備燃料ディタンク

室のコンクリート外壁の厚さは70cm であり，飛来物の衝突に対し

て貫通を避けるための十分な厚さであるため，貫通することはな

いと考えられる。したがって，飛来物による非常用ディーゼル発

電設備（燃料ディタンク）の損傷は考慮不要とする。 

 

・ 原子炉建屋1 階に設置している非常用ディーゼル発電設備に建

屋扉を貫通した飛来物が衝突して全数機能喪失した場合や3 階に

設置している非常用ディーゼル発電設備室空調給気口に飛来物が

衝突して閉塞し，全数機能喪失した場合で，かつ送変電設備の損

傷により外部電源喪失に至っているとすると，全交流動力電源喪

失に至るシナリオが考えられる。しかし，非常用ディーゼル発電

設備及び空調給気口は多重化されていることに加えて分散配置さ

れているため，非常用ディーゼル発電設備が全数機能喪失する確

率は極低頻度であること，さらには，竜巻の襲来確率が極低頻度

であることを考慮すると，非常用ディーゼル発電設備の機能が喪

失するのは年超過確率10-7 より小さくなることから，全交流動力

電源喪失に至るシナリオは考慮不要とする。 

 

 

・ コントロール建屋最上階に設置している中央制御室内の計測・

制御設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して安全系設備の制

御に関わる設備が全数機能喪失した場合，計測・制御系機能喪失

に至るシナリオが考えられるが，飛来物の衝突により安全系設備

の制御に関わる設備が全数機能喪失するのは，極低頻度であると

考えられることから飛来物による計測・制御系機能喪失シナリオ

は考慮不要とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉建屋付属棟に設置している中央制御室換気系に建屋外壁

を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合，「計画外停止」に

至るシナリオ，原子炉建屋給気隔離弁に建屋外壁を貫通した飛来

物が衝突して機能喪失した場合，「計画外停止」に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○非常用ディーゼル発電機室空調換気設備 

 非常用ディーゼル発電機室空調換気設備は，原子炉建物内に設

置されており飛来物の影響を直接受けないが，外気取入口に飛来

物が衝突して閉塞することが考えられる。それらの設備の損傷に

より，非常用ディーゼル発電機室の換気が困難になった場合，非

常用ディーゼル発電機室温度の上昇に伴い，非常用ディーゼル発

電設備が機能喪失し，さらに同時に上記の送受電設備の損傷が発

生した場合に全交流動力電源喪失に至るシナリオが考えられる

が，非常用ディーゼル発電機室外気取入口は多重化されているこ

とに加え分散配置されているため，非常用ディーゼル発電設備が

全数機能喪失する可能性は低いことから，全交流動力電源喪失に

至るシナリオは考慮不要とする。 

 

 

○中央制御室 

 制御室建物は周囲をより高い建物で囲まれているため，直接飛

来物が衝突することは考えられないことからシナリオの選定は不

要である。 

 

 

 

○中央制御室空調換気設備 

 中央制御室空調換気設備は，廃棄物処理建物内に設置されてお

り飛来物の影響を直接受けないが，外気取入口に飛来物が衝突し

て閉塞することが考えられる。それらの設備の損傷により，中央

制御室の換気が困難になった場合，中央制御室温度が上昇するが，

されているため評価対

象 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，非常用デ

ィーゼル発電機等の付

属機器として＜屋外＞

として整理 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－①の相違 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の制御室

建物は建物に囲まれて

いるため，荷重影響を受

けないと評価 

・事象想定の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，空調の

喪失による中央制御室

の温度上による計装・制
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・ タービン建屋2 階に設置しているタービンや発電機に建屋外壁

を貫通した飛来物が衝突した場合のシナリオとしては，タービン

トリップが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

・ タービン建屋地下1 階から１階にある循環水ポンプの1 階部分

に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して全数機能喪失した場合，

復水器の真空度が低下し，出力低下又は手動停止に至る。 

ただし，上記シナリオのうち，タービントリップ以外は，飛来

物発生の要因である大規模竜巻の発生頻度が極低頻度であり，さ

らに飛来物が発生し建屋へ衝突，壁を貫通する可能性，壁を貫通

したとしてもそれにより屋内設備が機能喪失に至る可能性を考慮

すると，発生可能性は極めて小さい。加えて，安全系に関わる設

備（原子炉補機冷却系，非常用ディーゼル発電設備燃料ディタン

ク等）は多重化されており，複数区分の設備が同時に損傷に至ら

ない限り上述の起因事象には至らないことから，極めて稀な事象

であり詳細評価不要と判断した。 

 

③ 風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重

による建屋や設備等の損傷 

建屋及び屋内外設備に対する組み合わせ荷重により発生可能性

 

 

 

 

 

 原子炉建屋付属棟（廃棄物処理棟）に設置している気体廃棄物

処理施設に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場

合，「隔離事象」に至るシナリオ，原子炉建屋排気隔離弁に建屋外

壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合，「隔離事象」に

至るシナリオ 

 

 

 タービン建屋に設置しているタービンや発電機に建屋外壁を貫

通した飛来物が衝突して機能喪失した場合，「非隔離事象」に至る

シナリオ，タービン補機冷却系サージタンクに建屋外壁を貫通し

た飛来物が衝突して機能喪失した場合，「タービン・サポート系故

障」に至るシナリオ，原子炉補機冷却系熱交換器又はポンプに建

屋外壁を貫通した飛来物が衝突した場合，「隔離事象」に至るシナ

リオ，タービン補機冷却系熱交換器又はポンプに建屋外壁を貫通

した飛来物が衝突した場合，「タービン・サポート系故障」に至る

シナリオ，主蒸気管に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突した場合，

「隔離事象」に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷

重による建屋や設備等の損傷 

 建屋及び屋内外設備に対する組合せ荷重により発生可能性のあ

即，中央制御室内の機器に影響が及ぶことはなく，また，竜巻の

影響は一時的であり竜巻襲来後の対応は十分可能であるため計

装・制御系喪失に至るシナリオは考慮不要とする。 

 

○原子炉建物給排気隔離弁 

 原子炉建物に設置している原子炉建物給排気隔離弁に建物外壁

を貫通した飛来物が衝突した場合に，手動停止に至るシナリオ。 

○気体廃棄物処理設備 

 廃棄物処理建物に設置している気体廃棄物処理設備に建物外壁

を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合に，手動停止に至

るシナリオ。 

○タービン補機冷却系サージタンク 

 タービン建物に設置しているタービン補機冷却系サージタンク

に建物外壁を貫通した飛来物が衝突した場合に，タービン補機冷

却系が機能喪失し，タービン・サポート系故障に至るシナリオ。 

○タービン及び発電機 

 タービン建物に設置しているタービン又は発電機に建物外壁を

貫通した飛来物が衝突した場合に，タービン又は発電機が機能喪

失し，非隔離事象に至るシナリオ。 

○主蒸気管（主蒸気隔離弁以降の配管） 

 タービン建物に設置している主蒸気管に建物外壁を貫通した飛

来物が衝突した場合に，隔離事象に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重

による建物や設備等の損傷 

 建物及び屋内外設備に対する組み合わせ荷重により発生可能性

御系喪失を想定のうえ，

シナリオの考慮は不要

と整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は 1.(4)

で選定しないと整理 
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のあるシナリオについては，①，②に包絡される。 

 

④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口

閉塞 

竜巻により資機材，車両等が飛散して取水口周辺の海に入り取

水口を閉塞させた場合，原子炉補機冷却海水ポンプの取水ができ

なくなり最終ヒートシンク喪失に至るシナリオが考えられるが，

取水口を閉塞させる程の資機材や車両等の飛散は考えられないこ

とから考慮不要とする。 

 

⑤竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化 

竜巻襲来後のがれき散乱により屋外現場へのアクセス性や屋外

での作業性に影響が及ぶ可能性があるものの，設計基準事故対処

設備のみで対応可能なシナリオであれば基本的に屋外現場対応は

なく，仮にアクセス性や屋外作業へ影響がおよんだ場合であって

も問題はない。 

 

そのため①～④項の影響評価の結果として，可搬型代替交流電

源設備の接続といった屋外での作業が必要となるケースが確認さ

れた場合に，別途，詳細検討するものとする。 

 

るシナリオについては，①，②に包絡される。 

 

④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口

閉塞 

 竜巻により飛散した資機材，車両等が取水口周辺の海に入り取

水口を閉塞させる可能性があるが，取水口は呑み口が広く，閉塞

させるほどの資機材や車両等の飛散は考えられないことから考慮

不要とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のあるシナリオについては，①，②に包絡される。 

 

④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口閉

塞 

 竜巻により資機材，車両等が飛散して取水口周辺の海に入り取

水口を閉塞させた場合，原子炉補機海水ポンプの取水が出来なく

なり補機冷却系喪失に至るシナリオが考えられるが，取水口を閉

塞させるほどの資機材や車両等の飛散は考えられないことから考

慮不要とする。 

 

⑤竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化 

 竜巻襲来後のがれき散乱により屋外現場へのアクセス性や屋外

での作業性に影響を及ぼす可能性があるものの，設計基準事故対

処設備のみで対応可能なシナリオであれば基本的に屋外での現場

対応はなく，仮にアクセス性や屋外での作業性へ影響が及んだ場

合であっても構内の道路又はアクセスルートについては，がれき

撤去を行うことから問題はない。 

 そのため上記①～④の影響評価の結果として，可搬型重大事故

等対処設備の接続といった屋外での作業が必要になるケースが確

認された場合に，別途，詳細検討するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，アクセ

ス性や作業性への影響

を記載 
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(4) 起因事象の特定 

(3)項で選定した各シナリオについて，想定を超える風荷重，気

圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重に対しての裕度評価（起因事象発

生可能性評価）を実施し，事故シーケンスグループ抽出に当たっ

て考慮すべき起因事象の特定を行った。 

① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

＜建屋＞ 

 

 

 

 

 

タービン建屋上層部は鉄骨造であり年超過確率評価上10-7 とな

る風速90m/s 程度を超える竜巻の風荷重及び気圧差荷重が建屋に

作用した場合，建屋が損傷してタービン，発電機に影響を及ぼす

可能性は否定できないため，タービン建屋損傷に伴うタービント

リップについては考慮すべきシナリオとして選定するが，運転時

の内部事象，地震及び津波レベル1PRA でも考慮しているものであ 

り追加のシナリオではない。 

なお，原子炉建屋及びコントロール建屋については，鉄筋コン

クリート造であり，風荷重よりも大きい地震荷重に対して設計さ

れており，年超過確率評価上10-7となる風速90m/s程度を超える竜

巻の風荷重及び気圧差荷重が作用した場合であっても大規模損傷

に至らないことから風荷重及び気圧差荷重による建屋損傷シナリ

オは考慮不要としている。 

 

＜屋外設備＞ 

○送変電設備損傷に伴う外部電源喪失 

風荷重に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準

を超える風荷重及び気圧差荷重に対して送変電設備の損傷を否定

できないため，送変電設備の損傷に伴う外部電源喪失については

考慮すべきシナリオとして選定する。 

 

○軽油タンク等損傷に伴う全交流動力電源喪失 

仮に軽油タンク等が損傷し，かつ外部電源喪失の同時発生を想

定すると全交流動力電源喪失に至るが，軽油タンク等は，年超過

確率評価上10-7となる風速90m/s程度を超える竜巻の風荷重及び気

圧差荷重が作用した場合であっても損傷に至らないことから，起

(4) 起因事象の特定 

 (3)で選定した各シナリオについて，想定を超える風荷重，気圧

差荷重及び飛来物の衝撃荷重に対しての裕度評価（起因事象発生

可能性評価）を実施し，事故シーケンスグループ抽出に当たって

考慮すべき起因事象の特定を行った。 

① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

＜建屋＞ 

 

 建屋内外差圧の発生に伴う原子炉建屋外側ブローアウトパネル

の開放による計画外停止に至るシナリオは考えられるため，起因

事象として特定する。 

 

 タービン建屋上層部は鉄骨造であり，風荷重に対して設計上の

配慮はなされているものの，想定を超える風荷重が建屋に作用し

た場合，建屋が損傷してタービン，発電機及びタービン補機冷却

系サージタンクに影響を及ぼす可能性は否定できず，タービン建

屋損傷に伴う非隔離事象，タービン・サポート系故障に至るシナ

リオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

 

 外部電源系が損傷した場合，風荷重に対して設計上の配慮はな

されているものの，想定を超える風荷重に対しては発生を否定で

きず，外部電源系の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考

えられるため，起因事象として特定する。 

 

 

 

 

 

 

(4) 起因事象の特定 

 (3)項で選定した各シナリオについて，想定を超える竜巻事象に

対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，事故シ

ーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行

った。 

①風荷重及び気圧差荷重による建物や設備等の損傷 

＜建物＞ 

○原子炉建物，廃棄物処理建物，制御室建物 

 建物内外差圧の発生に伴う原子炉建物ブローアウトパネルの開

放による手動停止に至るシナリオは考えられるため，起因事象と

して選定する。 

○タービン建物 

 想定を超える風荷重がタービン建物に作用した場合，建物が損

傷してタービン，発電機又はタービン補機冷却系サージタンクに

影響を及ぼす可能性は否定できないため，タービンや発電機の機

能喪失による非隔離事象，タービン補機冷却系の機能喪失による

タービン・サポート系故障は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

○送受電設備 

 想定を超える風荷重に対して送受電設備の損傷を否定できない

ため，送受電設備の損傷に伴う外部電源喪失は考慮すべき起因事

象として選定する。 

 

 

○非常用ディーゼル発電設備のうち燃料移送ポンプ 

 想定を超える風荷重及び気圧差荷重に対し燃料移送ポンプの損

傷，かつ外部電源喪失の同時発生を否定できないため，全交流動

力電源喪失は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－①の相違 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は原子炉

建物及び制御室建物に

ついては，(3)において

シナリオの選定は不要

と整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所及び評価方法

の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－①，④の相
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因事象としての発生頻度は十分小さく詳細評価は不要と判断し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 復水貯蔵タンクが損傷した場合，補給水系が喪失し，計画外停

止に至るシナリオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 非常用ディーゼル発電機等の付属機器が損傷した場合，非常用

ディーゼル発電機等の機能喪失，また，外部電源喪失の同時発生

による全交流動力電源喪失に至るシナリオは考えられるため，起

因事象として特定する。 

 

 

 

 

 残留熱除去系海水系が損傷した場合，残留熱除去系の機能喪失

による最終ヒートシンク喪失に至るシナリオは考えられるため，

起因事象として特定する。 

 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系が損傷した場

合，高圧炉心スプレイ系の機能喪失による計画外停止に至るシナ

リオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 非常用ディーゼル発電機用海水系が損傷した場合，非常用ディ

ーゼル発電機の機能喪失，また，外部電源喪失及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機用海水系の機能喪失の同時発生による全

交流動力電源喪失に至るシナリオは考えられるため，起因事象と

して特定する。 

 

 補機冷却系海水系が損傷した場合，タービン補機冷却系喪失に

よるタービン・サポート系故障に至るシナリオは考えられるため，

起因事象として特定する。 

 

 循環水系が損傷した場合，復水器真空度喪失に伴う隔離事象に

 

 

 

○排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。） 

 想定を超える風荷重に対して排気筒及び非常用ガス処理系配管

の損傷を否定できないため，排気筒及び非常用ガス処理系配管の

損傷に伴う手動停止は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

○復水貯蔵タンク 

 想定を超える風荷重に対して復水貯蔵タンクの損傷を否定でき

ないため，復水輸送系の喪失に伴う手動停止は考慮すべき起因事

象として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

○原子炉補機海水ポンプ 

 想定を超える気圧差荷重に対して原子炉補機海水ポンプの損傷

を否定できないため，原子炉補機冷却系の機能喪失に伴う補機冷

却系喪失は考慮すべき起因事象として選定する。 

○高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 想定を超える気圧差荷重に対し高圧炉心スプレイ補機海水ポン

プの損傷を否定できないため，高圧炉心スプレイ系の機能喪失に

伴う手動停止は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

 

 

○タービン補機海水ポンプ 

 想定を超える気圧差荷重に対しタービン補機海水ポンプの損傷

を否定できないため，タービン補機冷却系の機能喪失に伴うター

ビン・サポート故障は考慮すべき起因事象として選定する。 

○循環水ポンプ 

 想定を超える風荷重に対し循環水ポンプの損傷を否定できない

違 

 

 

・事象想定の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，想定を

超える風荷重により損

傷することを想定 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，非常用

ディーゼル発電機室空

調換気設備は＜屋内設

備＞として整理 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 
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＜屋内設備＞ 

○タービン建屋の損傷によりタービンや発電機に影響を及ぼすこ

とによるタービントリップ 

先述のとおり，タービン建屋損傷によりタービンや発電機に影

響を及ぼす可能性は否定できないため，タービン建屋損傷に伴う

タービントリップについては考慮すべきシナリオとして選定する

が，運転時の内部事象，地震及び津波レベル1PRA でも考慮してい

るものであり追加のシナリオではない。 

○換気空調系損傷に伴う全交流動力電源喪失 

換気空調系（非常用ディーゼル発電機電気品区域換気空調系，

海水熱交換器区域換気空調系）のうち，気圧差の影響を受けやす

いダクトについては，設計を超える荷重が作用した場合変形する

可能性があり，一定の風量を確保することが困難になる可能性が

あるため，換気空調系損傷に伴う非常用ディーゼル発電機の機能

喪失（外部電源喪失状況下においては全交流動力電源喪失）がシ

ナリオとしては考えられる。しかし，内部事象レベル1PRA でも考

慮しており追加のシナリオではない。 

 

 

 

 

 

② 建屋や建屋内外設備に対する飛来物の衝撃荷重により発生す

る可能性のあるシナリオ 

＜建屋＞ 

 

原子炉建屋，コントロール建屋及びタービン建屋は，飛来物が

建屋外壁を貫通することにより，屋内設備に波及的影響を及ぼす

が，発生可能性のあるシナリオは，後述の屋内設備で考慮するこ

ととする。 

 

＜屋外設備＞ 

○送変電設備損傷に伴う外部電源喪失 

飛来物の衝撃荷重に対して発生を否定できないため，送変電設

備の損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべきシナリオとし

至るシナリオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 

＜屋内設備＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中央制御室換気系が損傷した場合，中央制御室換気系が機能喪

失し，計画外停止に至るシナリオは考えられるため，起因事象と

して特定する。 

 

② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 

 

＜建屋＞ 

 

 原子炉建屋，タービン建屋は，飛来物が建屋を貫通することに

より，屋内設備に波及的影響を及ぼすが，＜屋内設備＞として起

因事象を特定する。 

 

 

＜屋外設備＞ 

 

 外部電源系が飛来物により損傷した場合，(4)①と同様に外部電

源系の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考えられるた

ため，復水器真空度低による隔離事象は考慮すべき起因事象とし

て選定する。 

 

＜屋内設備＞ 

○タービン及び発電機 

 先述のとおり，タービン建物損傷によりタービンや発電機に影

響を及ぼす可能性は否定できないため，タービン建物損傷に伴う

非隔離事象は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

○非常用ディーゼル発電機室空調換気設備 

 想定を超える気圧差荷重に対し非常用ディーゼル発電機室空調

換気設備のダクト等が損傷し，かつ外部電源喪失の同時発生を否

定できないため，全交流動力電源喪失は考慮すべき起因事象とし

て選定する。 

 

 

 

 

○中央制御室空調換気設備 

 上記(3)①のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないた

め，想定するシナリオはない。 

 

 

②飛来物の衝撃荷重による建物や設備等の損傷 

 

＜建物＞ 

○原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物 

 飛来物が建物外壁を貫通することにより，屋内設備に波及的影

響を及ぼすことが考えられるが，発生可能性のあるシナリオにつ

いては，後述の＜屋内設備＞で考慮することとする。 

 

 

＜屋外設備＞ 

○送受電設備 

 飛来物の衝撃荷重に対して送受電設備の損傷を否定できないた

め，送受電設備の損傷に伴う外部電源喪失は考慮すべき起因事象
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て選定するが，運転時の内部事象，地震及び津波レベル1PRA でも

考慮しているものであり追加のシナリオではない。 

○軽油タンク等損傷に伴う全交流動力電源喪失 

仮に軽油タンク等が損傷し，かつ外部電源喪失の同時発生を想

定すると全交流動力電源喪失に至るが，全交流動力電源喪失は運

転時の内部事象，地震及び津波レベル1PRAでも考慮しているもの

であり追加のシナリオではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め，起因事象として特定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主排気筒が飛来物により損傷した場合，気体廃棄物処理系の機

能喪失に伴う隔離事象に至るシナリオは考えられるため，起因事

象として特定する。 

 非常用ガス処理系排気筒及び配管が飛来物により損傷した場

合，非常用ガス処理系の機能喪失による計画外停止に至るシナリ

オは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 復水貯蔵タンクが飛来物により損傷した場合，(4)①と同様に補

給水系が喪失し，計画外停止に至るシナリオは考えられるため，

起因事象として特定する。 

 非常用ディーゼル発電機等の付属機器が飛来物により損傷した

場合，(4)①と同様に非常用ディーゼル発電機等の機能喪失，また，

外部電源喪失の同時発生による全交流動力電源喪失に至るシナリ

オは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 

 

 残留熱除去系海水系が飛来物により損傷した場合，(4)①と同様

に残留熱除去系の機能喪失による最終ヒートシンク喪失に至るシ

ナリオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系が飛来物により

損傷した場合，(4)①と同様に高圧炉心スプレイ系の機能喪失によ

る計画外停止に至るシナリオは考えられるため，起因事象として

特定する。 

 非常用ディーゼル発電機用海水系が飛来物により損傷した場

として選定する。 

 

○非常用ディーゼル発電設備のうち燃料移送ポンプ 

 飛来物の衝撃荷重に対して燃料移送ポンプが損傷し，かつ外部

電源喪失の同時発生を否定できないため，全交流動力電源喪失は

考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

 

 

○排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む。） 

 飛来物の衝撃荷重に対して排気筒及び非常用ガス処理系配管の

損傷を否定できないため，排気筒及び非常用ガス処理系配管の損

傷に伴う手動停止は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

○復水貯蔵タンク 

 飛来物の衝撃荷重に対して復水貯蔵タンクの損傷を否定できな

いため，復水輸送系の喪失に伴う手動停止に至るシナリオは考え

られるため，起因事象として選定する。 

 

 

 

 

 

 

○原子炉補機海水ポンプ 

 飛来物の衝撃荷重に対して原子炉補機海水ポンプの損傷を否定

できないため，原子炉補機冷却系の機能喪失に伴う補機冷却系喪

失は考慮すべき起因事象として選定する。 

○高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 飛来物の衝撃荷重に対して高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの

損傷を否定できないため，高圧炉心スプレイ系の機能喪失に伴う

手動停止は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－④の相違 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，内部事

象ＰＲＡ等との比較に

ついては 2.に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，非常用デ

ィーゼル発電機等の付

属機器として＜屋外＞

として整理 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 
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＜屋内設備＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合，(4)①と同様に非常用ディーゼル発電機の機能喪失，また，外

部電源喪失及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系の

機能喪失の同時発生による全交流動力電源喪失に至るシナリオは

考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 補機冷却系海水系が飛来物により損傷した場合，(4)①と同様に

タービン補機冷却系喪失によるタービン・サポート系故障に至る

シナリオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 循環水系が飛来物により損傷した場合，(4)①と同様に復水器真

空度喪失に伴う隔離事象に至るシナリオは考えられるため，起因

事象として特定する。 

 

＜屋内設備＞ 

 

 飛来物が原子炉建屋へ衝突し，貫通した場合，屋内設備の損傷

の可能性を否定できないことから，原子炉補機冷却系の機能喪失

に伴う隔離事象，原子炉建屋ガス処理系の機能喪失に伴う計画外

停止，ほう酸水注入系の機能喪失に伴う計画外停止，可燃性ガス

濃度制御系の機能喪失に伴う計画外停止，中央制御室換気系の機

能喪失に伴う計画外停止，原子炉建屋給排気隔離弁の機能喪失に

伴う計画外停止，気体廃棄物処理系の機能喪失に伴う隔離事象に

至るシナリオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○タービン補機海水ポンプ 

 飛来物の衝撃荷重に対してタービン補機海水ポンプの損傷を否

定できないため，タービン補機冷却系の機能喪失に伴うタービ

ン・サポート故障は考慮すべき起因事象として選定する。 

○循環水ポンプ 

 飛来物の衝撃荷重に対して循環水ポンプの損傷を否定できない

ため，復水器真空度低による隔離事象は考慮すべき起因事象とし

て選定する。 

 

＜屋内設備＞ 

○原子炉補機冷却水サージタンク 

 原子炉建物外壁を飛来物が貫通することを想定すると原子炉補

機冷却水サージタンクの損傷を否定できないため，原子炉補機冷

却系の機能喪失に伴う補機冷却喪失は考慮すべき起因事象として

選定する。 

○原子炉補機冷却水ポンプ，熱交換器 

 上記(3)②のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないた

め，起因事象として選定しない。 

○可燃性ガス濃度制御系 

 原子炉建物外壁を飛来物が貫通することを想定すると可燃性ガ

ス濃度制御系の損傷を否定できないため，手動停止は考慮すべき

起因事象として選定する。 

○非常用ディーゼル発電機室空調換気設備 

 上記(3)②のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないた

め，起因事象として選定しない。 

○中央制御室 

 上記(3)②のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないた

め，起因事象として選定しない。 

○中央制御室空調換気設備 

 上記(3)②のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないた

め，起因事象として選定しない。 

○原子炉建物給排気隔離弁 

 原子炉建物外壁を飛来物が貫通することを想定すると原子炉建

物給排気隔離弁の損傷を否定できないため，手動停止は考慮すべ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【東海第二】 

 上記(3)②の相違理由

と同様 
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○飛来物がタービンや発電機に衝突することに伴うタービントリ

ップ 

タービン建屋上層部は鉄骨造であり，外壁については，原子炉

建屋やコントロール建屋に比べて強度が低い材質であるため飛来

物の貫通リスクが高く，タービン建屋2 階に設置しているタービ

ンや発電機に飛来物が衝突する可能性は否定できないため，飛来

物がタービンや発電機に衝突することに伴うタービントリップに

ついては考慮すべきシナリオとして選定するが，運転時の内部事

象，地震及び津波レベル1PRA でも考慮しているものであり追加の

シナリオではない。 

 

 

 

 

○循環水ポンプが飛来物の衝突により損傷し，復水器の真空度が

低下することに伴い出力低下又は手動停止 

タービン建屋の循環水ポンプエリアの外壁には，開口部（ルー

バ）があるため飛来物の侵入リスクが高く，循環水ポンプに飛来

物が衝突し，循環水ポンプが損傷する可能性がある。その場合の

影響としては，復水器真空度低下に伴う出力低下又は手動停止等

の措置が考えられるが，運転時の内部事象，地震及び津波レベル

1PRA でも考慮しているものであり追加のシナリオではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 飛来物がタービン建屋へ衝突，貫通した場合，(4)①と同様にタ

ービン，発電機の損傷に伴う非隔離事象，タービン補機冷却系の

損傷に伴うタービン・サポート系故障，原子炉補機冷却系の損傷

に伴う隔離事象，主蒸気管の損傷に伴う隔離事象に至るシナリオ

は考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷

重による建屋や設備等の損傷 

 (3)③のとおり，建屋及び屋内外設備に対する組合せ荷重により

発生可能性のあるシナリオについては，①，②に包絡されるため，

起因事象として特定不要であると判断した。 

 

④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口

閉塞 

 (3)④のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないため，

起因事象として特定しない。 

 

き起因事象として選定する。 

○気体廃棄物処理設備 

 廃棄物処理建物外壁を飛来物が貫通することを想定すると気体

廃棄物処理設備の損傷は否定できないため，手動停止は考慮すべ

き起因事象として選定する。 

○タービン補機冷却系サージタンク 

 

 タービン建物外壁を飛来物が貫通することを想定するとタービ

ン補機冷却系サージタンクの損傷を否定できないため，タービン

補機冷却系の機能喪失に伴うタービン・サポート系故障は考慮す

べき起因事象として選定する。 

○タービン及び発電機 

 タービン建物外壁を飛来物が貫通することを想定するとタービ

ンや発電機の損傷を否定できないため，非隔離事象は考慮すべき

起因事象として選定する。 

○主蒸気管（主蒸気隔離弁以降の配管） 

 タービン建物を飛来物が貫通することを想定すると主蒸気管

（主蒸気隔離弁以降の配管）の損傷を否定できないため，隔離事

象は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重

による建物や設備等の損傷 

 上記(3)③のとおり，建物及び屋内外設備に対する組み合わせ荷

重により発生可能性のあるシナリオについては，①，②に包絡さ

れるため，起因事象としては選定不要であると判断した。 

 

④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口閉

塞 

 上記(3)④のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないた

め，起因事象として選定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 
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2. 炉心損傷事故シーケンスの特定 

1．(3)項にて起因事象となり得るシナリオを以下のとおり選定

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○風荷重及び気圧差荷重によるタービン建屋損傷又は飛来物が建

屋外壁を貫通し，タービンや発電機に衝突することに伴いタービ

ントリップに至るシナリオ 

 

 

 

○送変電設備損傷に伴い外部電源喪失に至るシナリオ 

 

 

 

○軽油タンク等が損傷，かつ外部電源喪失している状況下におい

て，非常用ディーゼル発電設備の燃料枯渇により，全交流動力電

源喪失に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○循環水ポンプが飛来物の衝突により損傷し，復水器の真空度が

低下することに伴い出力低下又は手動停止に至るシナリオ 

 

上記シナリオについては，運転時の内部事象，地震及び津波レ

ベル1PRAにて考慮しており追加のシナリオはない。 

2. 事故シーケンスの特定 

 1.にて設計基準を超える竜巻事象に対し発生可能性のある起因

事象として以下を選定した。 

・原子炉建屋外側ブローアウトパネルの開放に伴う計画外停止 

・原子炉補機冷却系の損傷に伴う隔離事象 

・原子炉建屋ガス処理系の損傷に伴う計画外停止 

・ほう酸水注入系の損傷に伴う計画外停止 

・可燃性ガス濃度制御系の損傷に伴う計画外停止 

・中央制御室換気系の機能喪失に伴う計画外停止 

・原子炉建屋給排気隔離弁の機能喪失に伴う計画外停止 

・気体廃棄物処理系の機能喪失に伴う隔離事象 

・タービン，発電機の損傷に伴う非隔離事象 

 

 

・タービン補機冷却系の損傷に伴うタービン・サポート系故障 

 

・主蒸気系の損傷に伴う隔離事象 

・送電線の損傷に伴う外部電源喪失 

・主排気筒の損傷に伴う隔離事象 

 

・復水貯蔵タンクの損傷に伴う計画外停止 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器の損傷，かつ外部電源喪

失の同時発生に伴う全交流動力電源喪失 

 

・残留熱除去系海水系の損傷に伴う最終ヒートシンク喪失 

 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系の損傷に伴う計

画外停止 

・非常用ディーゼル発電機用海水系の損傷，かつ外部電源喪失及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系の損傷の同時発

生に伴う全交流動力電源喪失 

・補機冷却系海水系の損傷に伴うタービン・サポート系故障 

 

・循環水系の損傷に伴う隔離事象 

 

 

 上記起因事象については，いずれも運転時の内部事象や地震，

津波レベル１ＰＲＡにて考慮していることから，追加すべき新し

2. 事故シーケンスの特定 

 1．にて設計基準を超える竜巻事象に対し発生可能性のある起因

事象として以下のとおり選定した。 

・原子炉建物ブローアウトパネルの開放に伴う手動停止 

 

 

 

・可燃性ガス濃度制御系の機能喪失に伴う手動停止 

 

・原子炉建物給排気隔離弁の損傷に伴う手動停止 

・気体廃棄物処理設備の損傷に伴う手動停止 

・タービン，発電機の損傷に伴う非隔離事象 

 

 

・タービン補機海水ポンプ又はタービン補機冷却系サージタンク

の損傷に伴うタービン・サポート系故障 

・主蒸気系（主蒸気隔離弁以降の配管）の損傷に伴う隔離事象 

・送受電設備の損傷に伴う外部電源喪失 

・排気筒（非常用ガス処理系用排気筒を含む）の損傷に伴う手動

停止 

・復水貯蔵タンクの損傷に伴う手動停止 

・非常用ディーゼル発電機のうち燃料移送ポンプの損傷又は非常

用ディーゼル発電機室空調換気設備の損傷，かつ外部電源喪失の

同時発生に伴う全交流動力電源喪失 

・原子炉補機海水ポンプ又は原子炉補機冷却水サージタンクの損

傷に伴う補機冷却系喪失 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの損傷に伴う手動停止 

 

 

 

 

 

 

・循環水ポンプの損傷に伴う隔離事象 

 

 

 上記起因事象については，いずれも運転時の内部事象，地震及

び津波レベル１ＰＲＡにて考慮していることから，追加すべき新

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【東海第二】 

 1.の相違理由と同様 
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また，上記シナリオのうち，全交流動力電源喪失シナリオは，軽

油タンク等の損傷可能性（年超過確率10-7未満）を考慮すると，発

生自体が非常に稀な事象であることから起因事象としてはタービ

ントリップと外部電源喪失のみを考慮すればよく，原子炉建屋及

びコントロール建屋，軽油タンク等の損傷可能性及び飛来物の建

屋貫通による屋内設備の損傷可能性を踏まえると，これら起因事

象から有意な影響のある炉心損傷事故シーケンスは生じないと判

断した。 

い事故シーケンスではない。 

よって，竜巻を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケ

ンスは新たに生じないと判断した。 

 

 

 

 

 

 

しい事故シーケンスではない。 

 よって，竜巻を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シー

ケンスは新たに生じないと判断した。 
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添付資料2.1.3 

 

設計基準を超える低温（凍結）事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

柏崎刈羽原子力発電所の立地環境，国外の評価事例や国内で発

生したトラブル事例等から低温（凍結）に対する発電所への影響

を調査し，その結果，以下のとおり機能喪失モードを抽出した。 

① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 

② ヒートシンク（海水）の凍結 

③ 着氷による送電線の相間短絡 

 

添付資料 2.1.3 

 

凍結事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

 低温事象により設備等に発生する可能性のある影響について，

国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 

② ヒートシンク（海水）の凍結 

③ 着氷による送電線の相間短絡 

 

添付資料 2.1.3 

 

設計基準を超える凍結事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機

能喪失モードの抽出 

 凍結事象により設備等に発生する可能性のある事象について，

国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

 ①屋外タンク及び配管内流体の凍結 

 ②ヒートシンク（海水）の凍結 

 ③着氷による送受電設備の相間短絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，他事象

の記載と統一 
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(2) 評価対象設備の選定 

(1)項で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける可

能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響を

及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

具体的には，以下に示す屋外設置の設備等を評価対象設備とし

て選定した。 

＜屋外設備＞ 

・軽油タンク及び非常用ディーゼル発電設備燃料移送系（以下「軽

油タンク等」という。） 

 

 

 

・取水設備（海水） 

 

・送変電設備 

 

(2) 評価対象設備の選定 

 (1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける可能

性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響を及

ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 具体的には，以下に示す屋外設置の設備等を評価対象設備とし

て選定した。 

① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 

・軽油貯蔵タンク及び非常用ディーゼル発電機等の燃料移送系（以

下「軽油貯蔵タンク等」という。） 

・復水貯蔵タンク及び付属配管（以下「復水貯蔵タンク等」とい

う。） 

② ヒートシンク（海水）の凍結 

・取水設備（海水） 

③ 着氷による送電線の相間短絡 

・送電線 

 

(2) 評価対象設備の選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける

可能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響

を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 具体的には，以下に示す屋外設置の設備等を評価対象設備とし

て選定した。 

①屋外タンク及び配管内流体の凍結 

・ディーゼル燃料貯蔵タンク及び非常用ディーゼル発電機燃料移

送系（以下「燃料貯蔵タンク等」という。） 

・復水貯蔵タンク及び附属配管（以下「復水貯蔵タンク等」とい

う。） 

②ヒートシンク（海水）の凍結 

・取水設備（海水） 

③着氷による送受電設備の相間短絡 

・送受電設備 
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(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

(1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)項で選

定した評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナ

リオを選定した。 

①屋外タンク及び配管内流体の凍結 

 

低温（凍結）によって軽油タンク等内の軽油が凍結するととも

に，以下③に示す外部電源喪失が発生している状況下においては，

非常用ディーゼル発電設備（燃料ディタンク）の燃料枯渇により，

全交流動力電源喪失に至る。 

 

 

 

 

②ヒートシンク（海水）の凍結 

 

低温（凍結）によって柏崎刈羽原子力発電所周辺の海水が凍結

することは起こり得ないと考えられるため，この損傷・機能喪失

モードは考慮しない。 

 

③着氷による送電線の相間短絡 

 

送電線や碍子へ雪が着氷（着氷雪）することによって，相間短

絡を起こし外部電源が喪失するシナリオ。 

 

(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)で選定し

た評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリオ

を選定した。 

① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 

・軽油貯蔵タンク等の凍結 

 低温によって軽油貯蔵タンク等の軽油が凍結するとともに，以

下③に示す外部電源喪失が発生している状況下においては，非常

用ディーゼル発電機等のデイタンクの燃料枯渇により「全交流動

力電源喪失」に至るシナリオ 

・復水貯蔵タンク等の凍結 

 低温によって復水貯蔵タンク等の保有水が凍結した場合，補給

水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリオ 

 

② ヒートシンク（海水）の凍結 

 

 低温によって東海第二発電所周辺の海水が凍結することは起こ

り得ないと考えられるため，この損傷・機能喪失モードについて

は考慮しない。 

 

③ 着氷による送電線の相間短絡 

・送電線の地絡，短絡 

 送電線や碍子へ着氷することによって相間短絡を起こし，「外部

電源喪失」に至るシナリオ 

 

(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)項で選

定した評価対象設備への影響を検討のうえ，発生可能性のあるシ

ナリオを選定した。 

①屋外タンク及び配管内流体の凍結 

◯燃料貯蔵タンク等 

 低温によって燃料貯蔵タンク等の軽油が凍結した場合に，下記

③の外部電源喪失の同時発生を想定した場合，非常用ディーゼル

発電機デイタンクの燃料枯渇により，全交流動力電源喪失に至る

シナリオ。 

◯復水貯蔵タンク等 

 低温によって復水貯蔵タンク等の保有水が凍結した場合，復水

輸送系の喪失により手動停止に至るシナリオ。 

 

②ヒートシンク（海水）の凍結 

◯取水設備（海水） 

 低温によって島根原子力発電所周辺の海水が凍結することは起

こり得ないと考えられるため，この損傷・機能喪失モードは考慮

しない。 

 

③着氷による送受電設備の相間短絡 

◯送受電設備 

 送電線や碍子への着氷によって，相間短絡を起こし，外部電源

喪失に至るシナリオ。 
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(4) 起因事象の特定 

(3)項で選定した各シナリオについて，想定を超える低温（凍結）

事象に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，

事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特

定を行った。 

①屋外タンク及び配管内流体の凍結 

 

低温（凍結）に対して設計上の配慮はなされているものの，設

計基準を超える低温（凍結）事象に対しては発生を否定できない

ため，軽油タンク等内の軽油の凍結を想定した場合，外部電源喪

失の同時発生時においては，非常用ディーゼル発電設備燃料ディ

タンクの燃料枯渇により全交流動力電源喪失に至るシナリオは考

えられる。 

 

 

ただし，軽油タンク等内の軽油は，流動点の低い特3号軽油への

交換を実施しており，年超過確率10-7に対する温度の－16.0℃では

凍結しないことから，起因事象としての発生頻度は十分に低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ヒートシンク（海水）の凍結 

 

上述のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないため，

想定するシナリオはない。 

 

③送変電設備の屋外設備への着氷 

 

着氷に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準を

超える低温（凍結）事象に対しては発生を否定できないため，送

変電設備の損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべきシナリ

オとして選定する。 

(4) 起因事象の特定 

 (3)で選定した各シナリオについて，想定を超える低温（凍結）

事象に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，

事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特

定を行った。 

① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 

・軽油貯蔵タンク等の凍結 

 燃料移送系が凍結するような低温事象は，事前に予測が可能で

あり，燃料移送系の循環運転等による凍結防止対策が可能である

ことから，燃料移送系が凍結する可能性は非常に稀であり，有意

な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考

えられるため，考慮すべき起因事象としては特定不要であると判

断した。 

 

 

 

 

 

 

・復水貯蔵タンク等の凍結 

 復水貯蔵タンク等の保有水が凍結するような低温事象は，事前

に予測が可能であり，復水貯蔵タンク等の循環運転等による凍結

防止対策が可能であることから，保有水が凍結する可能性は非常

に稀であり，有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因に

はなり得ないと考えられるため，考慮すべき起因事象としては特

定不要であると判断した。 

 

② ヒートシンク（海水）の凍結 

 

 (3)②のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないため，

起因事象として特定しない。 

 

③ 着氷による送電線の相間短絡 

・送電線の地絡，短絡 

 着氷に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準を

超える低温事象に対しては発生を否定できず，送電線の損傷に伴

う外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため，起因事象とし

て特定する。 

(4) 起因事象の特定 

 (3)項で選定した各シナリオについて，想定を超える凍結事象に

対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，事故シ

ーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行

った。 

①屋外タンク及び配管内流体の凍結 

◯燃料貯蔵タンク等の凍結 

 非常用ディーゼル発電機の燃料として使用している軽油は低温

時の使用環境を考慮した油種としており，また，屋外の燃料移送

配管には保温材を取り付けていることから，有意な頻度又は影響

のある事故シーケンスとはなりえないと考えられるため，考慮す

べき起因事象としては選定不要であると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

○復水貯蔵タンク等の凍結 

 復水貯蔵タンクは凍結しない一定以上の温度に加温しており，

また，屋外の附属配管には保温材を取り付けていることから，有

意な頻度又は影響のある事故シーケンスとはなりえないと考えら

れるため，考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断し

た。 

 

 

②ヒートシンク（海水）の凍結 

◯取水設備（海水） 

 上記(3)②のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないた

め，起因事象として選定しない。 

 

③着氷による送受電設備の相間短絡 

◯送受電設備 

 着氷に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準を

超える凍結事象に対して発生を否定できないため，送受電設備の

損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべき起因事象として選

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，軽油を

使用環境に考慮した油

種とし，かつ屋外の移送

配管には保温材を取り

付けることから凍結し

ないと整理 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－①の相違 

 

・事象想定の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，タンク

の加温及び屋外の附属

配管には保温材を取り

付けることから凍結し

ないと整理 
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2. 事故シーケンスの特定 

1．にて設計基準を超える低温（凍結）事象に対し発生可能性の

ある起因事象として全交流動力電源喪失と外部電源喪失を選定し

たが，いずれも運転時の内部事象，地震及び津波レベル1PRAにて

考慮していることから，追加すべき新しい事故シーケンスではな

い。 

また，上述のとおり，軽油タンク等内の軽油が凍結に至る低温

（凍結）事象は，年超過確率評価上，約10-7未満と非常に稀な事象

であることから，低温（凍結）事象を要因とする全交流動力電源

喪失についての詳細評価は不要と考えられる。 

 よって，事故シーケンス抽出に当たって考慮すべき起因事象は，

外部電源喪失のみとなるが，軽油タンク等内の軽油が凍結する可

能性の小ささを踏まえると，有意な頻度又は影響のある事故シー

ケンスは生じないと判断した。 

 

2. 事故シーケンスの特定 

 1.にて設計基準を超える低温事象に対し発生可能性のある起因

事象として外部電源喪失を特定したが，運転時の内部事象や地震，

津波レベル１ＰＲＡにて考慮していることから，追加すべき新し

い事故シーケンスではない。 

 

 

 

 

 

 よって，凍結を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シー

ケンスは新たに生じないと判断した。 

 

 

 

2. 事故シーケンスの特定 

 1．にて設計基準を超える低温事象に対し発生可能性のある起因

事象として外部電源喪失を特定したが，運転時の内部事象，地震

及び津波レベル１ＰＲＡにて考慮していることから，追加すべき

新しい事故シーケンスではない。 

 

 

 

 

 

 よって，凍結事象を起因とする有意な頻度又は影響のある事故

シーケンスは新たに生じないと判断した。 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，1.(4)

で選定しないと整理 
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添付資料 2.1.2 

 

設計基準を超える積雪事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

積雪事象により設備等に発生する可能性のある影響について，

国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

① 建屋天井や屋外設備に対する荷重 

② 送電変電設備の屋外設備への着氷 

③ 空調給気口の閉塞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 積雪によるアクセス性や作業性の悪化 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.4 

 

積雪事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1．起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

積雪事象により設備等に発生する可能性のある影響について，

国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重 

② 着雪による送電線の相間短絡 

③ 給気口等の閉塞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.4 

 

設計基準を超える積雪事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機

能喪失モードの抽出 

 積雪事象により設備等に発生する可能性のある事象について，

国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

 ①建物天井や屋外設備に対する荷重 

 ②送受電設備の屋外設備への着氷 

 ③空調給気口等の閉塞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④積雪によるアクセス性や作業性の悪化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，アクセ

ス性や作業性への影響

を記載 
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(2) 評価対象設備の選定 

(1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける

可能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響

を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

具体的には，以下に示す建屋及び屋外設置（屋外に面した設備

含む）の設備等を評価対象設備として選定した。 

 

 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋 

・タービン建屋 

 

 

・コントロール建屋 

・廃棄物処理建屋 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・送変電設備 

 

 

 

 

 

 

 

・軽油タンク及び非常用ディーゼル発電設備燃料移送系（以下「軽

油タンク等」という。） 

 

 

 

 

 

(2) 評価対象設備の選定 

(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける可能

性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響を及

ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

具体的には，以下に示す建屋及び屋外設置（屋外に面した設備

含む。）の設備等を評価対象設備として選定した。 

 

① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋（原子炉棟，付属棟） 

・タービン建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・外部電源系（超高圧開閉所，特別高圧開閉所，変圧器） 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器（排気ファン，吸気口等） 

・復水貯蔵タンク 

・残留熱除去系海水系 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

・非常用ディーゼル発電機用海水系 

・補機冷却系海水系 

・循環水系 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 評価対象設備の選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける

可能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響

を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 具体的には，以下に示す建物及び屋外設置（屋外に面した設備

含む）の設備等を評価対象設備として選定した。 

 

①建物天井や屋外設備に対する荷重 

＜建物＞ 

・原子炉建物 

・タービン建物 

 

 

・廃棄物処理建物 

・制御室建物 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・送受電設備のうち変圧器 

・復水貯蔵タンク 

・非常用ディーゼル発電機燃焼用給気口 

・原子炉補機海水ポンプ 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 

・タービン補機海水ポンプ 

・循環水ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，1.(1)

で抽出した損傷・機能喪

失モード毎に評価対象

設備を選定 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

 添 2.1.2－③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－④の相違 
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・中央制御室換気空調設備 

・非常用ディーゼル発電機非常用給気設備（6 号炉），非常用電

気品区域空調設備（7 号炉）（以下「D/G 室空調」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 着雪による送電線の相間短絡 

・送電線 

 

③ 給気口等の閉塞 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器（給気口，吸気口） 

・中央制御室換気系（給気口） 

 

・残留熱除去系海水系（モータ） 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系（モータ） 

・非常用ディーゼル発電機用海水系（モータ） 

・補機冷却系海水系（モータ） 

・循環水系（モータ） 

 

 

 

 

 

 

 

②送受電設備の屋外設備への着氷 

・送受電設備 

 

③空調給気口等の閉塞 

・中央制御室換気系 

・非常用ディーゼル発電機燃焼用給気口 

 

・原子炉補機海水ポンプのモータ冷却口 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプのモータ冷却口 

 

・タービン補機海水ポンプのモータ冷却口 

・循環水ポンプのモータ冷却口 

 

④積雪によるアクセス性や作業性の悪化 

 －（アクセスルート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，アクセ

ス性や作業性への影響

を記載 
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(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

(1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードごとに，(2)項で選定

した評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリ

オを選定した。 

 

① 建屋天井や屋外設備に対する荷重 

建屋及び屋外設備に対する積雪荷重により発生可能性のあるシ

ナリオは以下のとおり。 

＜建屋＞ 

○原子炉建屋 

原子炉建屋の天井が積雪荷重により崩落した場合に，建屋最上

階に設置している原子炉補機冷却系のサージタンクが物理的に損

傷し，機能喪失することで，原子炉補機冷却系が喪失し，最終ヒ

ートシンク喪失に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○タービン建屋 

タービン建屋の天井が積雪荷重により崩落した場合に，建屋最

上階に設置しているタービンや発電機に影響が及び，タービント

リップに至るシナリオ。さらに，タービン建屋熱交換器エリアの

天井が積雪荷重により崩落した場合に，積雪（雪融け水含む）の

影響により原子炉補機冷却系及び同海水系が機能喪失し，最終ヒ

ートシンク喪失に至るシナリオ。また，循環水ポンプが機能喪失

(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)で選定し

た評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリオ

を選定した。 

 

① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重 

 

 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋 

原子炉建屋原子炉棟屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建

屋最上階に設置している原子炉補機冷却系サージタンクが損傷

し，原子炉補機冷却系の機能喪失による「隔離事象」に至るシナ

リオ 

原子炉建屋付属棟屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建屋

最上階に設置している中央制御室換気系の機能喪失による「計画

外停止」に至るシナリオ 

 

 

 

 

原子炉建屋付属棟屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建屋

最上階に設置している原子炉建屋給気隔離弁の機能喪失による

「計画外停止」に至るシナリオ 

原子炉建屋付属棟（廃棄物処理棟）屋上が積雪荷重により崩落

した場合に，建屋最上階に設置している気体廃棄物処理施設の機

能喪失による「隔離事象」に至るシナリオ 

原子炉建屋付属棟（廃棄物処理棟）屋上が積雪荷重により崩落

した場合に，建屋最上階に設置している原子炉建屋排気隔離弁の

機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ 

 

・タービン建屋 

タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建屋最上

階に設置しているタービンや発電機に影響が及び「非隔離事象」

に至るシナリオ 

タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建屋最上

階に設置しているタービン補機冷却系サージタンクに影響が及

び，「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ 

(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)項で選

定した評価対象設備への影響を検討のうえ，発生可能性のあるシ

ナリオを選定した。 

 

①建物天井や屋外設備に対する荷重 

 建物及び屋外設備に対する積雪荷重により発生可能性のあるシ

ナリオは以下のとおり。 

＜建物＞ 

○原子炉建物 

 原子炉建物屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建物最上階

に設置している原子炉補機冷却系のサージタンクが機能喪失する

ことで，原子炉補機冷却系が喪失し，補機冷却系喪失に至るシナ

リオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉建物屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建物最上階

に設置している原子炉建物給排気隔離弁の機能喪失による手動停

止に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

○タービン建物 

 タービン建物屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建物最上

階に設置しているタービンや発電機に影響が及び，非隔離事象に

至るシナリオ。 

 タービン建物屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建物最上

階に設置しているタービン補機冷却系サージタンクが機能喪失す

ることで，タービン・サポート系故障に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

 添 2.1.2－⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

 添 2.1.2－③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－⑤の相違 

・設置場所の相違 
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し，復水器真空度低からプラントスクラムに至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

○コントロール建屋 

コントロール建屋の天井が積雪荷重により崩落した場合に，建

屋最上階に設置している中央制御室が物理的又は積雪（雪融け水

含む）の影響により機能喪失し，計測・制御系機能喪失に至るシ

ナリオ。その後，中央制御室の下階に位置している直流電源設備

が内部溢水により機能喪失に至るシナリオ。 

 

 

 

 

○廃棄物処理建屋 

廃棄物処理建屋の天井が積雪荷重により崩落した場合に，冷却

材再循環ポンプ M/G セットや換気空調補機常用冷却水系が積雪

（雪融け水含む）の影響により機能喪失し，プラントスクラムに

至るシナリオ。 

 

＜屋外設備＞ 

○軽油タンク等 

軽油タンクの天井が積雪荷重により崩落した場合に，軽油タンク

機能喪失に至り，②項に示す外部電源喪失が発生している状況下

においては，非常用ディーゼル発電設備（燃料ディタンク）の燃

料枯渇により，全交流動力電源喪失に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

 

 

 

 

 

・外部電源系（超高圧開閉所，特別高圧開閉所，変圧器） 

超高圧開閉所屋上，特別高圧開閉所，変圧器が積雪荷重により

崩落し，外部電源系に影響が及び，「外部電源喪失」に至るシナリ

オ 

 

・復水貯蔵タンク 

復水貯蔵タンク天板が積雪荷重により崩落し，保有水が喪失し

た場合，補給水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリオ 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器 

 

 

 

○廃棄物処理建物 

 廃棄物処理建物屋上が積雪荷重により崩壊した場合に，建物最

上階に設置している気体廃棄物処理設備が機能喪失し，手動停止

に至るシナリオ。 

○制御室建物 

 制御室建物屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建物最上階

に設置している中央制御室が機能喪失し，計装・制御系機能喪失

に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

 

 

 

 

 

○送受電設備のうち変圧器 

 変圧器が積雪荷重により損傷した場合に，外部電源喪失に至る

シナリオ。 

 

 

○復水貯蔵タンク 

 復水貯蔵タンク天板が積雪荷重により崩落し，保有水が喪失し

た場合，復水輸送系の喪失により手動停止に至るシナリオ。 

○非常用ディーゼル発電機燃焼用給気口 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

 添 2.1.2－③の相違 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

 添 2.1.2－③の相違 

 

・想定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，雪解け

水の影響は想定してい

ない 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－⑤の相違 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－④の相違 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は影響を

受ける設備として変圧

器を想定 
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② 送変電設備の屋外設備への着氷 

 

送電線や碍子へ雪が着氷（着氷雪）することによって，相間短

絡を起こし外部電源が喪失するシナリオ。 

 

 

③ 空調給気口の閉塞 

 

D/G 室空調給気口閉塞により，非常用ディーゼル発電設備が機

能喪失に至るような場合において，②項の外部電源喪失が同時発

生した場合に，全交流動力電源喪失に至るシナリオ。 

 

積雪荷重により非常用ディーゼル発電機等の付属機器が損傷し

た場合，非常用ディーゼル発電機等の機能喪失，仮に②の外部電

源喪失の同時発生を想定した場合，「全交流動力電源喪失」に至る

シナリオ 

・残留熱除去系海水系 

積雪荷重により残留熱除去系海水系ポンプが損傷した場合，残

留熱除去系海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に

至るシナリオ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

積雪荷重により高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポ

ンプが損傷した場合，高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計

画外停止」に至るシナリオ 

・非常用ディーゼル発電機用海水系 

積雪荷重により非常用ディーゼル発電機用海水ポンプが損傷し

た場合，非常用ディーゼル発電機の機能喪失，仮に高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機用海水系の機能喪失及び②の外部電源喪

失の同時発生を想定した場合，「全交流動力電源喪失」に至るシナ

リオ 

・補機冷却系海水系 

積雪荷重により補機冷却系海水系ポンプが損傷した場合，ター

ビン補機冷却系喪失による「タービン・サポート系故障」に至る

シナリオ 

・循環水系 

積雪荷重により循環水ポンプが損傷した場合，復水器真空度喪

失による「隔離事象」に至るシナリオ 

 

② 着雪による送電線の相間短絡 

 

送電線や碍子へ着雪することによって相間短絡を起こし，「外部

電源喪失」に至るシナリオ 

 

 

③ 給気口等の閉塞 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器の閉塞 

積雪により非常用ディーゼル発電機等の給気口，吸気口が閉塞

した場合，非常用ディーゼル発電機等の機能喪失，仮に②の外部

電源喪失の同時発生を想定した場合，「全交流動力電源喪失」に至

るシナリオ 

 非常用ディーゼル発電機の燃焼用給気口が積雪荷重により損傷

し非常用ディーゼル発電機が機能喪失した場合に，上記の外部電

源喪失の同時発生を想定した場合，全交流動力電源喪失に至るシ

ナリオ。 

○原子炉補機海水ポンプ 

 原子炉補機海水ポンプが積雪荷重により損傷した場合に，原子

炉補機冷却系が喪失し，補機冷却系喪失に至るシナリオ。 

 

○高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 高圧炉心スプレイ補機海水ポンプが積雪荷重により損傷した場

合に，高圧炉心スプレイ系が機能喪失することによる手動停止に

至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

○タービン補機海水ポンプ 

 タービン補機海水ポンプが積雪荷重により損傷した場合に，タ

ービン補機海水系が機能喪失することでタービン・サポート系故

障に至るシナリオ。 

○循環水ポンプ 

 循環水ポンプが積雪荷重により損傷した場合に，復水器真空度

低により隔離事象に至るシナリオ。 

 

②送受電設備の屋外設備への着氷 

◯送受電設備 

 送電線や碍子へ雪が着氷（着氷雪）することによって，相間短

絡を起こし外部電源喪失に至るシナリオ。 

 

 

③空調給気口等の閉塞 

○中央制御室換気系 

 積雪によって中央制御室換気系の給排気口が閉塞した場合は，

外気遮断による再循環運転が可能な設計となっているため，考慮

すべきシナリオとしては抽出不要とする。 

○非常用ディーゼル発電機燃焼用給気口 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，再循環
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④ 積雪によるアクセス性や作業性の悪化 

積雪により屋外現場へのアクセス性や屋外での作業性に影響を

及ぼす可能性があるものの，設計基準事故対処設備のみで対応可

能なシナリオであれば基本的に屋外での現場対応はなく，仮にア

クセス性や屋外の作業性へ影響が及んだ場合であっても構内の道

路又はアクセスルートについては，除雪を行うことから問題はな

い。 

そのため①～③項の影響評価の結果として，可搬型代替交流電

源設備の接続といった屋外での作業が必要になるケースが確認さ

れた場合に，別途，詳細検討するものとする。 

 

・中央制御室換気系給気口の閉塞 

中央制御室換気系の給気口は，地面より約 5.9m，約 19mの 2箇

所に設置されており，堆積物による閉塞は考え難いため，シナリ

オの選定は不要である。 

 

・海水ポンプモータ空気冷却器給気口の閉塞 

積雪により残留熱除去系海水系ポンプモータの空気冷却器給気

口が閉塞した場合，残留熱除去系海水系の機能喪失による「最終

ヒートシンク喪失」に至るシナリオ 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプモータの空

気冷却器給気口が閉塞した場合，高圧炉心スプレイ系の機能喪失

による「計画外停止」に至るシナリオ 

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプモータの空気冷却器給気

口が閉塞した場合，非常用ディーゼル発電機の機能喪失，仮に高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系の機能喪失及び②の

外部電源喪失の同時発生を想定した場合，「全交流動力電源喪失」

に至るシナリオ 

 

補機冷却系海水系ポンプモータの空気冷却器給気口が閉塞した

場合，タービン補機冷却系喪失による「タービン・サポート系故

障」に至るシナリオ 

 

循環水ポンプモータの空気冷却器給気口が閉塞した場合，復水

器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 積雪による非常用ディーゼル発電機の燃焼用給気フィルタの目

詰まり又は燃焼用給気口の閉塞によって，非常用ディーゼル発電

機の機能が喪失した場合に，上記②の外部電源喪失の同時発生を

想定した場合，全交流動力電源喪失に至るシナリオ。 

 

○原子炉補機海水ポンプのモータ冷却口 

 積雪によって，原子炉補機海水ポンプのモータ冷却口が閉塞し

た場合，原子炉補機冷却系の機能喪失による補機冷却系喪失に至

るシナリオ。 

○高圧炉心スプレイ補機海水ポンプのモータ冷却口 

 積雪によって，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプのモータ冷却

口が閉塞した場合，高圧炉心スプレイ系が機能喪失することによ

る手動停止に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

○タービン補機海水ポンプのモータ冷却口 

 積雪によって，タービン補機海水ポンプのモータ冷却口が閉塞

した場合，タービン補機海水系が機能喪失することによるタービ

ン・サポート系故障に至るシナリオ。 

○循環水ポンプのモータ冷却口 

 積雪によって，循環水ポンプのモータ冷却口が閉塞した場合，

復水器真空度低により隔離事象に至るシナリオ。 

 

④積雪によるアクセス性や作業性の悪化 

 積雪により屋外現場へのアクセス性や屋外での作業性に影響を

及ぼす可能性があるものの，設計基準事故対処設備のみで対応可

能なシナリオであれば基本的に屋外での現場対応はなく，仮にア

クセス性や屋外での作業性へ影響が及んだ場合であっても構内の

道路又はアクセスルートについては，除雪を行うことから問題は

ない。 

 そのため上記①～③の影響評価の結果として，可搬型重大事故

等対処設備の接続といった屋外での作業が必要になるケースが確

認された場合に，別途，詳細検討するものとする。 

 

運転による対応を想定 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，アクセ

ス性や作業性への影響

を記載 
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(4) 起因事象の特定 

(3)項で選定した各シナリオについて，想定を超える積雪事象に

対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，事故シ

ーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行

った。 

① 建屋天井や屋外設備に対する荷重により発生可能性のあるシ

ナリオ 

 

積雪荷重が各建屋天井の許容荷重を上回った場合には，(3)項で

選定した各シナリオが発生する可能性はあるものの，最終ヒート

シンク喪失，タービントリップ及びプラントスクラムについては，

運転時の内部事象レベル1PRA でも考慮していること，計測・制御

系機能喪失については，地震，津波のレベル1PRA でも考慮してい

ることから追加のシナリオではない。軽油タンクについても，天

井の許容荷重を上回る積雪荷重によって破損に至る可能性はある

ものの，外部電源喪失との重畳による全交流動力電源喪失は，運

転時の内部事象，地震及び津波のレベル1PRA でも考慮しているも

のであり，追加のシナリオではない。 

なお，各建屋や軽油タンクの天井が崩落するような積雪事象は，

年超過確率評価上，10-7より小さい事象であること（表1参照），

積雪事象の進展速度の遅さを踏まえると除雪管理が可能であるこ

とから，発生可能性は非常に稀であり，有意な頻度又は影響のあ

る事故シーケンスの要因とはなり得ないと考えられるため，考慮

すべき起因事象としては選定不要であると判断した。 

 

表 1 各建屋・タンクの積雪荷重と年超過確率の比較 

 

 

② 送変電設備の屋外設備への着氷 

 

着氷に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準を

超える積雪事象に対して発生を否定できないため，送変電設備の

(4) 起因事象の特定 

(3)で選定した各シナリオについて，想定を超える積雪事象に対

しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，事故シー

ケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行っ

た。 

① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重 

 

 

積雪事象が各建屋天井や屋外設備の許容荷重を上回った場合に

は，(3)にて選定した各シナリオが発生する可能性はあるが，各建

屋天井の崩落や屋外設備が損傷するような積雪事象は，積雪事象

の進展速度を踏まえると除雪管理が可能であることから，発生可

能性は非常に稀であり，有意な頻度又は影響のある事故シーケン

スの要因にはなり得ないと考えられるため，考慮すべき起因事象

としては選定不要であると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 着雪による送電線の相間短絡 

 

着雪に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準を

超える積雪事象に対しては発生を否定できず，送電線の着雪によ

(4) 起因事象の特定 

 (3)項で選定した各シナリオについて，想定を超える積雪事象に

対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，事故シ

ーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行

った。 

①建物天井や屋外設備に対する荷重により発生可能性のあるシナ

リオ 

◯建物及び屋外設備 

 積雪荷重が各建物天井や屋外設備の許容荷重を上回った場合に

は，(3)項で選定した各シナリオが発生する可能性はあるが，積雪

は事前の予測が十分に可能であり，また積雪事象の進展速度を踏

まえると除雪管理が可能であることから，発生可能性は非常に稀

であり，有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因とはな

りえないと考えられるため，考慮すべき起因事象としては選定不

要であると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②送受電設備の屋外設備への着氷 

◯送受電設備 

 着氷に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準を

超える積雪事象に対して発生を否定できないため，送受電設備の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は内部事

象ＰＲＡ等との比較に

ついては 2.に記載 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－①の相違 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－①の相違 
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損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべき起因事象として選

定する。 

 

③ 空調給気口の閉塞 

 

 

 

 

仮にD/G 室空調給気口閉塞により非常用ディーゼル発電設備が

機能喪失に至り，かつ同時に外部電源喪失に至ることを想定した

場合，全交流動力電源喪失に至ることとなるが，全交流動力電源

喪失については，運転時の内部事象，地震及び津波レベル1PRA で

も考慮しており，追加のシナリオではない。 

なお，基本的には除雪管理が可能であるが，D/G室空調給気口が

閉塞に至る積雪深さは，年超過確率評価上，10-7より小さくなるこ

と，積雪の給気口への付着・堆積についても除雪管理が可能であ

ることから，積雪事象による給気口閉塞事象の発生可能性は非常

に稀であり，有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因と

はなりえないと考えられるため，考慮すべき起因事象としては選

定不要であると判断した。（表2にD/G室空調給気口高さを示す。） 

 

 

 

表 2 各空調給排気口の高さと年超過確率の比較 

 

 

る短絡を想定した場合，外部電源喪失に至るシナリオは考えられ

るため，起因事象として選定する。 

 

③ 給気口等の閉塞 

 

 

 

 

積雪事象により非常用ディーゼル発電機等の給気口，吸気口が

閉塞した場合には，(3)にて選定したシナリオが発生する可能性が

あるが，非常用ディーゼル発電機等の給気口，吸気口が閉塞する

ような積雪事象は，積雪事象の進展速度を踏まえると除雪管理が

可能であることから，発生可能性は非常に稀であり，有意な頻度

又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられ

るため，考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断した。 

また，モータ空気冷却器給気口が閉塞した場合には，(3)で選定

したシナリオが発生する可能性があるが，モータ空気冷却器給気

口が閉塞するような積雪事象は，積雪事象の進展速度を踏まえる

と除雪管理が可能であることから，発生可能性は非常に稀であり，

有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ない

と考えられるため，考慮すべき起因事象としては選定不要である

と判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべき起因事象として選

定する。 

 

③空調給気口等の閉塞 

◯中央制御室換気系，非常用ディーゼル発電機燃焼用給気口，原

子炉補機海水ポンプのモータ冷却口，高圧炉心スプレイ補機海水

ポンプのモータ冷却口，タービン補機海水ポンプのモータ冷却口

及び循環水ポンプのモータ冷却口 

 中央制御室換気系，非常用ディーゼル発電機燃焼用給気口，原

子炉補機海水ポンプのモータ冷却口，高圧炉心スプレイ補機海水

ポンプのモータ冷却口，タービン補機海水ポンプのモータ冷却口

又は循環水ポンプのモータ冷却口が閉塞した場合には，(3)項で選

定した各シナリオが発生する可能性はあるが，積雪は事前の予測

が十分に可能であり，また積雪事象の進展速度を踏まえると除雪

管理が可能であることから，発生可能性は非常に稀であり，有意

な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなりえないと考

えられるため，考慮すべき起因事象としては選定不要であると判

断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－①の相違 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，モータ

冷却口を上記の非常用

ディーゼル発電機燃焼

用給気口とまとめて記

載 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

 添 2.1.2－①の相違 
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2. 事故シーケンスの特定 

1．(3)項にて起因事象となり得るシナリオを以下のとおり選定

した。 

 

 

○原子炉建屋の天井が崩落した場合に，原子炉補機冷却系が機能

喪失し，最終ヒートシンク喪失に至るシナリオ。また，非常用

ディーゼル発電設備及び非常用電源盤が機能喪失し，全交流動

力電源喪失に至るシナリオ。 

○タービン建屋の天井が崩落した場合にタービンや発電機に影響

が及びタービントリップに至るシナリオ。また，原子炉補機冷

却系及び同海水系が機能喪失し，最終ヒートシンク喪失に至る

シナリオ。また，循環水ポンプが機能喪失し，復水器真空度低

からプラントスクラムに至るシナリオ。 

○コントロール建屋の天井が崩落した場合に，建屋最上階に設置

している中央制御室が物理的又は積雪（雪融け水含む）の影響

により機能喪失し，計測・制御系機能喪失に至るシナリオ。さ

らには中央制御室の下階に位置している直流電源設備が内部溢

水により機能喪失に至るシナリオ。 

○廃棄物処理建屋の天井が崩落した場合に，冷却材再循環ポンプ

M/Gセットや換気空調補機常用冷却水系が積雪（雪融け水含む）

の影響により機能喪失し，プラントスクラムに至るシナリオ。 

○軽油タンクの天井が崩落した場合で，かつ外部電源喪失が発生

している状況下において，非常用ディーゼル発電設備（燃料デ

ィタンク）の燃料枯渇により，全交流動力電源喪失に至るシナ

リオ。 

○送電線や碍子へ雪が着氷することによって，相間短絡を起こし

外部電源が喪失するシナリオ。 

○D/G室空調給気口閉塞により非常用ディーゼル発電設備が機能

喪失，かつ外部電源喪失の同時発生により全交流動力電源喪失

に至るシナリオ。 

 

上記シナリオについては，いずれも運転時の内部事象，地震及

び津波レベル1PRAにて考慮しているものであり，追加すべき新た

なものはない。 

また，1.(4)項での起因事象の特定結果のとおり，上記シナリオ

のうち，建屋又は軽油タンクの天井崩落やD/G室空調給気口閉塞に

ついては，事象の発生頻度が表1及び表2に示したように非常に小

2. 事故シーケンスの特定 

1.にて設計基準を超える積雪事象に対し発生可能性のある起因

事象として外部電源喪失を特定したが，運転時の内部事象や地震，

津波レベル１ＰＲＡにて考慮していることから，追加すべき新し

い事故シーケンスではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 事故シーケンスの特定 

 1．にて設計基準を超える積雪事象に対し発生可能性のある起因

事象として外部電源喪失を特定したが，運転時の内部事象，地震

及び津波レベル１ＰＲＡにて考慮していることから，追加すべき

新しい事故シーケンスではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は 1.(4)

で選定しないと整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は 1.(4)
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さいこと，除雪管理により発生を防止可能なことから，発生自体

が非常に稀な事象であり，事故シーケンス抽出に当たって考慮す

べき起因事象として選定不要であると判断した。 

よって，事故シーケンス抽出に当たって考慮すべき起因事象は，

外部電源喪失のみとなるが，各建屋及び軽油タンク等の健全性が

確保される限り，非常用交流電源等の必要な影響緩和設備の機能

維持が図られるため，事故シーケンスに至ることはない。 

しがたって，積雪事象を要因として発生しうる有意な頻度又は

影響のある事故シーケンスは生じないと判断した。 

除雪については，敷地周辺の積雪量が約30cm以上となり，気象

情報（除雪予報）等から除雪が必要と判断される場合には，安全

施設等を対象として実施する。また，アクセスルートについては

積雪量が10cm以上となった場合に除雪を実施する。除雪運用で想

定している積雪量を超過するような場合には，原子炉建屋等の重

要施設の倒壊防止，構内アクセスルートの確保，重大事故等対処

施設の機能確保の優先順位で除雪を行う。このような除雪対応に

より建屋に損傷が生じるような場合でも被害範囲は一部の建屋・

機器にとどまる。 

さらに，積雪量が設計基準値(167cm)を超過する場合，又は除雪

作業による対応が間に合わず，設計基準値を超過する可能性が見

込まれる場合には，プラントを停止するとともに必要な注水手段

を確保する。 

 

 

 

 

よって，積雪を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケ

ンスは新たに生じないと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 よって，積雪事象を起因とする有意な頻度又は影響のある事故

シーケンスは新たに生じないと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で選定しないと整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，火山や

竜巻等の他事象との整

合により，除雪等の設備

対策及びアクセスルー

ト確保に対する具体的

な運用については記載

していない 
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